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Ⅰ 中川村公共下水道事業計画変更理由書
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中川村公共下水道事業計画変更理由書

本村の公共下水道事業計画は、大草処理区と片桐処理区に分かれている。

大草処理区は、平成５年度に処理区全域57haの区域について事業認可を取得し、平成８

年度に大草浄化センターの供用開始を行った。

片桐処理区は、平成８年度に中心市街地や周辺集落の約95haの区域について事業認可を

受け、平成11年に計画の見直しにより事業認可の変更を実施し、平成14年度に10haの区域

を追加し、処理区全域は105haとなっている。

今回の事業計画は、本村の下水道は整備が完了しているが、今後も下水道施設の維持管

理とともに改築更新事業を実施していく予定であるため、計画期間を延伸するもの及び、

「下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン－2024年版－」による

各施策の目標等の記載を新たに行うものである。

なお、事業計画区域及び管渠、処理場施設計画の変更は行わない。



3

Ⅱ 中川村公共下水道事業変更計画書

公共下水道管理者 中川村長

工事着手の年月日

（大草処理区） 平成５年10月22日

（片桐処理区） 平成９年４月３日

工事完了の予定年月日 令和８年３月31日

令和13年３月31日
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（第１表）

予 定 処 理 区 域 調 書

処理区域の面積 約 162ヘクタール 処理区域内の地名
長野県中川村

(区域は下水道計画一般図表示のとおり)

処理区の名称
面 積

（単位：ヘクタール）
摘 要

大草処理区 約 57 ヘクタール

片桐処理区 約 105 ヘクタール
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（第２表）

吐 口 調 書

処理区の

名称

主要な

吐口の種類

主要な

吐口の番号

または名称

主要な

吐口の位置

計画放流量

（㎥/s）

放流先の

名 称
摘 要

大草

処理区
処理施設

大草浄化

センター

放流渠

中川村大草 0.005 天竜川

片桐

処理区
処理施設

片桐浄化

センター

放流渠

中川村片桐 0.010
農業用

排水路
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（第３表）

管 渠 調 書 （汚 水）

処理区の

名称

主要な管渠の

うちのり寸法

(単位：ミリメートル)

延 長

（単位：メートル）

点検箇所

の数
摘 要

大草

処理区
◉200 1,380 － －

片桐

処理区

◉150

◉200

680

1,620
４箇所

方法：マンホール内か

らの管内目視若しくは

管口テレビカメラを用

いる方法

頻度：５年に１回以上

計 3,680
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（第４表－１）

処 理 施 設 調 書

終末処理

場等の

名称

位置

敷地

面積

(単位：

アール)

計画

放流

水質

処理

方法

処 理 能 力

摘 要

晴天日

最大

(単位：

立法メ

ートル)

雨天日

最大

(単位：

立法メ

ートル)

計画

処理

人口

大草浄化

センター

中川村

大草

19.1 BOD

15 ㎎/l

オキシデー

ションディ

ッチ法

500 － 1,200 計画

下水量

(日最大)

466 ㎥/日

全体計画

処理能力

(日最大)

500 ㎥/日

流入水質

BOD

150 ㎎/l

SS

120mg/l

処理水質

BOD

15 ㎎/l

SS

30 ㎎/l
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（第４表－２）

終末処理場等の敷地内の主要な施設

終末処理場

等の名称
主要な施設の名称 個数 構 造 能 力 摘 要

大草浄化

センター

流入渠 円形管 ◉200 ㎜

汚水ﾋﾟｯﾄ
2 台

マンホール形式

φ1.5ｍ

ﾎﾟﾝﾌﾟ能力：0.8 ㎥/分

2 台(うち 1台予備)

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ

1 池

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式無終水路

曝気撹拌装置一式

ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間：27hr

最終沈殿池
1池

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式

水面積負荷

：8㎥/㎡･日

塩素混和池
1池

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式方向水路

接触時間：26 分

放流渠 円形管 ◉200 ㎜

汚泥濃縮槽
1槽

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式

固形物負荷

：7Kg/㎡･日

汚泥貯留槽
2槽

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式

貯留容量：8日

管理棟

1棟

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建

倉庫

管理制御室

便所
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（第４表－３）

処 理 施 設 調 書

終末処理

場等の

名称

位置

敷地

面積

(単位：

アール)

計画

放流

水質

処理方法

処 理 能 力

摘 要

晴天日

最大

(単位：

立法メ

ートル)

雨天日

最大

(単位：

立法メ

ートル)

計画

処理

人口

片桐浄化

センター

中川村

片桐

42.2 BOD

15 ㎎/l

オキシデー

ションディ

ッチ法

900 － 2,300 日最大流

入水量

883 ㎥/日

流入水質

BOD

150 ㎎/l

SS

120mg/l

処理水質

BOD

20 ㎎/l

SS

30 ㎎/l
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（第４表－４）

終末処理場等の敷地内の主要な施設

終末処理場

等の名称
主要な施設の名称

個

数
構 造 能 力 摘 要

片桐浄化

センター

流入渠
2

円形管 ◉150 ㎜

◉75 ㎜

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ
1 池

組立式無終水路

曝気撹拌装置一式

ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間：24hr

最終沈殿池
1池

組立式 水面積負荷

：8㎥/㎡･日

塩素混和池
1池

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組式方向水路

接触時間：15 分

放流渠
1

円形管 ◉200 ㎜

汚泥濃縮槽
1槽

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式

固形物負荷

：15 Kg/㎡･日

汚泥貯留槽
2槽

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製

組立式

貯留容量：5日

機械脱水 1台 移動脱水車 処理能力：6.67 ㎥/hr

管理棟

1棟

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建

倉庫

管理制御室

便所
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Ⅲ 中 川 村 公 共 下 水 道 事 業 計 画 説 明 書
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１ 計画の概要

１－１．全体計画の概要および理由

上位計画である天竜川流域別下水道整備総合計画において、天竜川水質汚濁防止の観点

から、中川村は用途指定地域の整備が位置付けられている。

また、中川村においては、公共下水道計画立案に先立ち、平成元年に下水道整備構想エ

リアマップを作成し、集合処理区と個別処理区域の仕分けを行い、整備手法案の作成を行

った。

本公共下水道計画は上記諸計画に基づき大草・片桐地区の公共下水道を策定した。

中川村公共下水道全体計画の概要は、天竜川の東に位置する大草処理区57haで計画人口

1,200人、計画処理水量は日最大で466㎥／日、天竜川の西に位置する片桐処理区を105ha

で計画人口2,300人、計画処理水量は日最大で883㎥／日である。

１－２．事業計画の概要

事業計画区域は、全体計画と同様の162ha（大草処理区57ha、片桐処理区105ha）である。

事業完了年度は令和12年度末で、計画人口並びに計画処理水量については全体計画と同

値である。

全体計画と事業計画の概要は表１－１に示すとおりである。



中川村公共下水道事業変更計画書

令和７年度

長野県中川村





既計画 変更計画

大草処理区 大草処理区 大草処理区

令和12年 令和７年 令和12年

分流式 分流式 同左

57 57 〃

1,200 1,200 〃

日平均 270 270 〃

日最大 320 320 〃

時間最大 640 640 〃

64 64 〃
1人1日最大家庭汚
水量の20％、時間
変動無し。

家庭 324 324 〃

工場 5 5 〃

地下水 77 77 〃

計 406 406 〃

家庭 384 384 〃

工場 5 5 〃

地下水 77 77 〃

計 466 466 〃

家庭 768 768 〃

工場 10 10 〃

地下水 77 77 〃

計 855 855 〃

BOD 49 49 〃

SS 39 39 〃

BOD － － 〃

SS － － 〃

BOD 58 58 〃

SS 47 47 〃

BOD 3 3 〃

SS 1 1 〃

BOD 61 61 〃

SS 48 48 〃

150 150 〃

120 120 〃

天竜川 天竜川 〃

オキシデー
ション
ディッチ法

オキシデー
ション
ディッチ法

〃

表1-1　　中川村公共下水道計画（大草処理区）の概要

事業計画

処理区名

目標年次

排除方法

計画区域　(ha)

計画処理人口　（人）

家庭汚水量

原単価（l/人・日）

（営業を含む）

地下水量原単位 (l/人・日）

BOD

SS

放流先

処理方法

項目 全体計画 備考

基礎家庭と営業を
含めた給水実績に
基づき設定。経年
変化は無いものと
する。

日平均

日最大

時間最大

汚濁負荷量
原単位

(g/人・日）

家庭 上位計画に基づき
設定。経年変化は
無いものとする。工場

汚濁負荷量
（Kg/日）

家庭

工場

計

流入水質
（mg/l)

計画汚水量
(m3/日）

15



既計画 変更計画

片桐処理区 片桐処理区 片桐処理区

令和12年 令和７年 令和12年

分流式 分流式 同左

105 105 〃

2,300 2,300 〃

日平均 270 270 〃

日最大 320 320 〃

時間最大 640 640 〃

64 64 〃
1人1日最大家庭汚
水量の20％、時間
変動無し。

家庭 621 621 〃

工場 － － 〃

地下水 147 147 〃

計 768 768 〃

家庭 736 736 〃

工場 - - 〃

地下水 147 147 〃

計 883 883 〃

家庭 1,472 1,472 〃

工場 - - 〃

地下水 147 147 〃

計 1,619 1,619 〃

BOD 49 49 〃

SS 39 39 〃

BOD － － 〃

SS － － 〃

BOD 112 112 〃

SS 89 89 〃

BOD - - 〃

SS - - 〃

BOD 112 112 〃

SS 89 89 〃

150 150 〃

120 120 〃

農業用排水路 農業用排水路 〃

オキシデー
ション
ディッチ法

オキシデー
ション
ディッチ法

〃

表1-1　　中川村公共下水道計画（片桐処理区）の概要

事業計画

処理区名

目標年次

排除方法

計画区域　(ha)

計画処理人口　（人）

家庭汚水量

原単価（l/人・日）

（営業を含む）

地下水量原単位 (l/人・日）

BOD

SS

放流先

処理方法

項目 全体計画 備考

基礎家庭と営業を
含めた給水実績に
基づき設定。経年
変化は無いものと
する。

日平均

日最大

時間最大

汚濁負荷量
原単位

(g/人・日）

家庭 上位計画に基づき
設定。経年変化は
無いものとする。工場

汚濁負荷量
（Kg/日）

家庭

工場

計

流入水質
（mg/l)

計画汚水量
(m3/日）

16
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２．予定処理区域およびその周辺の地形および土地利用の状況

２－１．地形および土地の利用状況

中川村は上伊那郡の最南端に位置し、屈曲蛇行して南流する天竜川により二分されてい

る。大草処理区はこの天竜川の東に位置し、大嶺山の裾野の台地上にあるため天竜川へ注

ぐ中小河川は谷間が深く集落間を分断している。片桐処理区は天竜川の西側に位置し、天

竜川へ注ぐ中小河川が集落間を分断している。

本村の全体面積が７７．０５㎢のうち約８０％が山林、田畑で占められている。

２－２．下水の排除方式および決定の理由

本村の公共下水道は、単独公共下水道として事業を行うこととし、排除方式は分流式を

採用する。

また、本村の場合、雨水による浸水災害が少なく現況の排水施設で十分機能しているこ

とから、公共用水域の水質汚濁防止の観点に立ち、汚水の整備を優先的に行う。

２－３．予定処理区域およびその決定の理由

全体計画区域が現況の居住地を中心とした、大草処理区５７ha、片桐処理区１０５ha
で、事業計画区域は全域の１６２haとし、処理場周辺から順次整備することとする。
表２－１に大草、片桐処理区の全体計画及び事業計画面積を示す。

表２－１ 下水道計画面積

【単位：ha】

２－４．管渠および処理施設の位置決定の理由

汚水管渠の配置は、自然流下により効率的に下水排除が可能となるように地形条件を考

慮するとともに、道路幅員、地下埋設物の諸条件を勘案し決定した。

処理場の位置については次のことを考慮し決定した。

項 目
全体計画

（＝事業計画）

大草処理区

用途地域 ４０．０

用途地域外 １７．０

合計 ５７．０

片桐処理区

用途地域 ５２．０

用途地域外 ５３．０

合計 １０５．０
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１）地形上汚水の流集に有利な位置であること。

２）計画汚水量に対し、十分な面積が確保できること。

３）処理水の放流先に近いこと

４）処理区域に近い位置であること。

５）放流先の利水計画と調和が図れること。

６）周辺住民の同意が得られること。
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３．計画下水量およびその算出の根拠

３－１．人口および人口密度並びにこれらの推定の根拠

本村の行政人口は昭和３０年代には８，０００人を数えていたが、近年は５，０００人

を割り込み減少傾向にある。

第６次中川村総合計画では、今後、子育て支援や若者が定住しやすい環境づくり、高齢

者や障がい者が安心して暮らせる村づくりを進めるとともに、村の魅力を活かした、農・

商・工の連携による内発的・持続的発展により若者が夢を持てる高い付加価値を実現し、

元気な経営体が育つ村づくりを進めていくこととしており、行政人口の増加は見込まれな

いものの、急激な人口減少を抑制するための施策を実施していくとしていることから、そ

の効果を考慮して、目標年次（令和 12年）及び中間年度の行政人口は表３－１に示すと
おり、村総合計画に示されている人口を採用した。下水道計画人口は整備が完了している

ことから、表３－２に示すとおり、全体計画＝事業計画としている。

表３－１ 行政人口の推移

【単位：人】

表３－２ 下水道計画人口（全体計画＝事業計画）

【単位：人】

３－２．１人１日あたりの汚水量及びその推定の根拠

全体計画では、１人１日あたりの家庭汚水量は、生活汚水と営業汚水を含む上水道給水

実績に基づく推計予測値に、水洗化にともなう使用水量増加分を考慮して採用値を定めて

いる。直近 10 年間の給水実績は横ばい傾向であり、令和６年度末現在で水洗化率が 93.4％
であることから、今後の使用水量増加要素は少なく、全体計画と大きな差がないことから、

経年変化はないものとする。

項 目 平成２２年 平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年

行政人口 ５，４００ ５，２００ ５，２００ ４，４００ ４，３００

項 目 平成２２年 平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年

大草

処理区

用途地域 ８０３ ８０３ ８０３ ８０３ ８０３

用途地域外 ３９７ ３９７ ３９７ ３９７ ３９７

計 １，２００ １，２００ １，２００ １，２００ １，２００

片桐

処理区

用途地域 １，１８８ １，１８８ １，１８８ １，１８８ １，１８８

用途地域外 １，１１２ １，１１２ １，１１２ １，１１２ １，１１２

計 ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００
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表３－３－１ 給水及び各処理場への汚水量流入実績

表３－３－２ １人１日あたりの家庭汚水量（全体計画）

【単位：Ｌ／人・日】

時間稼働率は、日平均：日最大：時間最大＝０．８：１．０：２．０

３－３．家庭排水、工場排水、地下水等の量及びこれらの推定の根拠

１）家庭汚水量

家庭汚水量は、１人１日当たりの家庭汚水量原単価に計画人口を乗じて求める。

大草、片桐処理区における全体計画及び事業計画の家庭汚水量は、表３－４のよう

になる。

表３－４ 家庭汚水量

【単位：㎥／日】

日平均 日最大 時間最大

１人１日あたり

家庭汚水量

（営業含む）

２７０ ３２０ ６４０

処理区名
全体計画＝事業計画（令和 12年）

計画人口（人） 時間変動 家庭汚水量

大草処理区 １，２００
日平均 ３２４

日最大 ３８４

年次
給水人口

（人）

１日平均給

水量

（㎥／日）

１人１日平

均給水量

（ℓ/人・日）

汚水量流入実績（千㎥）

大草処理区 片桐処理区

平成 26 年度 ５,０２９ １,１８５ ２３５ ９４．６ １５０．１

平成 27 年度 ４,９６４ １,１７０ ２３５ ９０．９ １５２．９

平成 28 年度 ４,８９４ １,１６７ ２３８ ８９．１ １５５．１

平成 29 年度 ４,８８０ １,１９７ ２４５ ８８．１ １５８．４

平成 30 年度 ４,８４１ １,２１７ ２５１ ８９．２ １５９．１

令和元年度 ４,７８８ １,２０６ ２５１ ８８．６ １５６．８

令和２年度 ４,７３６ １,２２１ ２５７ ８７．１ １６０．２

令和３年度 ４,６８１ １,２２３ ２６１ ８８．３ １５８．３

令和４年度 ４,６２９ １,２２３ ２６４ ８４．３ １５６．１

令和５年度 ４,５８３ １,１８３ ２５８ ８７．９ １５４．７

令和６年度 ４,５４４ １,１９９ ２６３ ９１．１ １５５．９
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２）工場排水量

工場排水は、大草処理区に工場が２社あり、各々に対し聞き取り調査を行い、現

況排水量を把握して将来値とした。工場排水の時間変動率は、日平均：日最大：時

間最大を１：１：２とした。尚、片桐処理区には排水量を見込むべき工場は立地し

ていないことから、本事業計画では工場排水量は見込まないものとする。

３）地下水量

一般的に地下水量は、１人１日最大家庭汚水量の２０～３０％を見込むものとし

ている。本事業計画では、安全性を見込み１人１日最大家庭汚水量の２０％を採用

値とする。

４）計画汚水量

大草、片桐処理区の計画汚水量を表３－５に示す。

表３－５ 計画汚水量

【単位：㎥／日】

３－４．主要な管渠の流量計算

１）管渠の流量計算は次式のマニング公式を採用した。

Ｑ＝Ａ・Ｖ

Ｖ＝１／ｎ・ Ｒ ・ Ｉ
2/3 1/2

時間最大 ７６８

片桐処理区 ２，３００

日平均 ６２１

日最大 ７３６

時間最大 １，４７２

処理区名 区分
全体計画＝事業計画

日平均 日最大 時間最大

大草処理区

家庭 ３２４ ３８４ ７６８

工場 ５ ５ １０

地下水 ７７ ７７ ７７

計 ４０６ ４６６ ８５５

片桐処理区

家庭 ６２１ ７３６ １，４７２

工場 － － －

地下水 １４７ １４７ １４７

計 ７６８ ８８３ １，６１９
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Ｑ：流量（㎥／sec）
Ａ：流水面積（㎡）

Ｖ：流速（m／sec）
ｎ：粗度係数（塩ビ管 n=0.010、ヒューム管 n=0.013）
Ｒ：径深〔Ａ／Ｐ〕（m）
Ｐ：流水の潤辺長（m）
Ｉ：勾配

２）流速は０．６～３．０m／secとする。管渠の最小管径は２００㎜とし、下流に向
かって大きくし、勾配は下流に向かって小さくする。

３）最小土被りは１．２ｍとする。但し、国道、河川横断については、関係機関との協

議の上決定する。

４）管渠の流下能力算定は、管径２００～６００㎜の管渠において、流量に対して１０

０％の断面の余裕を確保する。

５）汚水流量計算は別冊計算書のとおり。
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４．公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質

並びにその推定の根拠

４－１．一般家庭下水の予定水質、汚濁負荷量及びその推定の根拠

全体計画では、汚濁負荷量は、目標年次（令和 12年）の１人１日あたりの家庭汚
濁量負荷量原単位の採用値に下水道計画人口を乗じて算定している。

本事業計画において汚濁負荷量原単位は、流総計画を参考に家庭汚水の水質が将来

大きく変化しないものと考え、全体計画値を採用した。

表４－１に汚濁負荷量原単位及び全体計画、事業計画における家庭汚水の汚濁負荷

量及び予定水質をそれぞれ示す。

表４－１ 家庭汚水の水質及び負荷量

４－２．工場排水の予定水質及び汚濁負荷量、その推定の根拠、並びに工場排水と

一般家庭下水との合併処理に関する検討

１）工場排水の予定水質及び汚濁負荷量

工場排水は大草処理区域内に２工場あり、実態調査より工場排水の水質を「流総指

針」の中に提出されている環境庁資料（現環境省）から推定した。尚、片桐処理区に

ついては、工場排水量は見込んでいない。

工場排水の水質及び汚濁負荷量表４－２に示すとおりである。

表４－２ 工場排水の水質及び汚濁負荷量

処理区 項目

全体計画（＝事業計画）

汚濁負荷量原単位

（g/人･日）
日平均汚水量

（㎥/日）
汚濁負荷量

（Kg/日）
予定水質

（㎎/ℓ）

大草処理区
ＢＯＤ ４８．５

３２４
５８ １８０

ＳＳ ３８．８ ４７ １５０

片桐処理区
ＢＯＤ ４８．５

６２１
１１２ １８０

ＳＳ ３８．８ ８９ １４０

排水水質（㎎/ℓ） 工場排水量

（㎥/日）
汚濁負荷量（㎏/日）

ＢＯＤ ＳＳ ＢＯＤ ＳＳ

漬物排水 ６００ ２００ ４ ２．４ ０．８

洗びん排水 ５００ ２５０ １ ０．５ ０．３

計 － － ５ ２．９ １．１
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２）総合水質

総合水質は、表４－３に示すとおりである。尚、地下水の汚濁負荷量は０とする。

表４－３ 総合水質

４－３．除外施設設置基準及びその決定の理由

工場排水の水質濃度（ＢＯＤ、ＳＳ等）が、一般家庭下水濃度に比べ相当高い場合、

下水道施設に及ぼす影響として、管渠の腐食、有毒ガスの発生、沈殿物の増加とそれ

に伴う処理能力の低下や汚濁処理施設を過負荷にする等の悪影響が生じる可能性があ

る。よって下水道法における除害施設の設置に関する条例の基準に示された範囲内で

除害施設の設置を義務付けるものとする。

４－４．処理の対象外とする工場と対象外とする理由

本事業計画区域内には処理の対象外とする工場はない。

４－５．処理方法並びに各処理施設における計画汚濁負荷量及びその決定の理由

長野県では、天竜川水域について水質汚濁防止法第３条第３項に基づき、新規に処

理場を設ける場合は、排水規制をＢＯＤ２０㎎／ℓ以下、ＳＳ７０㎎／ℓ以下（ともに

日平均値）と定めている。

この規制値は、水域全域に適用されることから、片桐浄化センターの処理水質は、

排水規制の制限を受けることになる。

処理方式を決定するにあたり、以上のことを考慮し、オキシデーションディッチ法、

長時間曝気法、標準活性汚泥法で処理能力、維持管理、経済性について比較検討を行

った。本村の人口変動が大きくなく水量が大きく変動しないこと、維持管理が容易で

あり、安価であること等の理由から、処理方法はプレハブディッチによるオキシデー

ションディッチ法を採用した。

４－６．処理施設の容量計算

別添「処理場の容量計算」に示すとおり。

処理区 項目
流入負荷量（㎏/日） 汚水量

（㎥/日）
水質

（㎎/ℓ）家 庭 工 場 計

大草処理区
ＢＯＤ ５８．２ ２．９ ６１．１

４０６
１５０

ＳＳ ４６．６ １．１ ４７．７ １１７

片桐処理区
ＢＯＤ １１２．０ － １１２．０

７６８
１５０

ＳＳ ８９．０ － ８９．０ １２０
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５．下水の放流先の状況

５－１．基本的な考え方

大草、片桐浄化センターの計画放流水質検討について、放流先の水利用において窒素・

リンに係る特別の支障がないことを確認の上、水域が河川であることより水質検討項目は

BODとする。
科学的な方法は、現況の天竜川に大草浄化センターから全体計画及び事業計画時の汚濁

負荷量が流入した場合に、下流の環境基準点で基準値以下となるよう計画放流水質を設定

する。尚、片桐浄化センターの直接の放流先に当たる農業用排水路は、環境基準の類型指

定はなされていない。

５－２．放流先の目標水質の検討

水質検討項目は、河川の環境基準項目である BODとし、放流先にあたる天竜川・宮ヶ
瀬橋の現況水質および環境基準の類型を表５－１に示す。

表５－１ 環境基準点での水質

【ＢＯＤ：mg/L】

（出典：「1998年度版 全国公共用水域水質年鑑」）

５－３．目標水質の設定

当流域における既存の水質目標は、水質環境基準値（BOD 2mg/L以下）とする。

５－４．下水処理による水質向上の見通し

「天竜川流総計画」によれば、下水道整備が公共用水域の水質向上に寄与する効果は、

最寄りの環境基準点である天竜川・宮ヶ瀬橋地点で表５－２で示すようになっており、下

水道整備が公共用水域の汚濁進行を防止し、環境基準の達成・維持に大きな役割を果たす

ことがわかる。また、表５－３に大草浄化センターにおける下水道整備による汚濁解析モ

デルを示す。

表５－２ 水質向上の見通し

【単位：ＢＯＤ（㎎/l）】

５－５．下水道整備による現況及び事業計画の汚泥解析モデル

１）汚泥解析モデル

河川名 環境基準点 最小～最大 平均値 ７５％値 類型

天竜川 宮ヶ瀬橋

（松川町）

０．７～２．３ １．４ １．６ Ａ(2m/L以下)

区分 環境基準
現況

（平成３年）

将来（令和 12年）
下水道未整備 下水道整備

天竜川・宮ヶ瀬橋 ２．０ １．９ ２．３ １．５
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汚泥解析モデルにおいて、大草浄化センターは平成１７年度の処理場放流実績平均

値を、その他は表５－１より下流の環境基準点における天竜川のＢＯＤ平均水質１．４

㎎/L、低水流量４０．４㎥/s（流総計画値）とする。

表５－３ 大草浄化センターにおける下水道整備による汚濁解析モデル

≪現況≫

≪全体計画における計画放流水質≫

２）全体計画（事業計画）における計画放流水質の決定

環境基準点でのＢＯＤ計画値は以下のとおり１．５０㎎/Lで基準以下となるため、
計画放流水質は、ＢＯＤ１５㎎/Lとする。

（5,235.0＋7.0）／（40.4×24×60×60）×1,000 ＝ 1.50㎎/L

５－６．法令による規制等の確認

下水道法施行規則で定められた計画放流水質の上限値（ＢＯＤ１５㎎/L）を満足してい
る。また、水質汚濁防止法に基づく排水基準値（ＢＯＤ２０㎎/L）も満足している。

５－７．流総計画との整合性

流総計画は、当該下水処理場の処理方法を、「標準活性汚泥法又は同等の処理能力を有す

る処理方法」としており、計画放流水質は流総計画と整合していることを確認した。

５－８．事業計画における計画放流水質の決定

本事業計画は、想定される放流先の目標水質（天竜川ＢＯＤ３㎎/L以下）を図５－３の
汚濁解析の結果より守ることができる。よって、事業計画における計画放流水質は、既事

業計画処理施設（オキシデーションディッチ法）で処理可能なＢＯＤ１５㎎/Lとする。

放流水量

（㎥/日）
放流水質

（㎎/l）
日平均

（kg/日）

上流からの流入

低水流量

（㎥/s）
水質

（㎎/l）
総負荷量

（㎏/日）

浄化センター以外

（㎏/日）

浄化センター

（㎏/日）

240 3.3 0.79 40.4 1.50 5,235.8 5,235.0 0.8

放流水量

（㎥/日）
放流水質

（㎎/l）
日平均

（kg/日）

上流からの流入

低水流量

（㎥/s）
水質

（㎎/l）
総負荷量

（㎏/日）

浄化センター以外

（㎏/日）

浄化センター

（㎏/日）

466 15.0 7.0 40.4 1.50 5,242.0 5,235.0 7.0
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６．毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源

イ．経費の部

（単位：千円）

管　渠 ポンプ場 処理場 計 うち用地費

4,100,750 0 939,337 5,040,087 22,725 3,974,835 1,238,746 0 10,253,668

50,000 0 0 50,000 0 103,322 45,000 0 198,322

50,000 0 0 50,000 0 82,470 45,000 0 177,470

5,000 0 0 5,000 0 77,342 45,000 0 127,342

5,000 0 0 5,000 0 61,356 45,000 0 111,356

5,000 0 0 5,000 0 47,317 45,000 0 97,317

115,000 0 0 115,000 0 371,807 225,000 0 711,807

4,215,750 0 939,337 5,155,087 22,725 4,346,642 1,463,746 0 10,965,475

イ.経費の部

建　　　　設　　　　改　　　　良　　　　費年　次 起債元利

償還費
維持管理費 その他 合計

過年度

（令和７年度まで）

令和８年度

令和９年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

小　計

（令和８年度～令和12年度）

合　計

ロ．財源の部

（単位：千円）

国　費 起　費
他会計

繰入金

受益者

負担金
その他 計

下水道

使用料

他会計

繰入金
その他 計

1,561,932 3,033,160 189,051 247,752 0 5,031,895 1,524,590 3,697,183 0 5,221,773 10,253,668

0 40,000 10,000 0 0 50,000 62,000 86,322 0 148,322 198,322

0 40,000 10,000 0 0 50,000 62,000 65,470 0 127,470 177,470

0 5,000 0 0 0 5,000 62,000 60,342 0 122,342 127,342

0 5,000 0 0 0 5,000 62,000 44,356 0 106,356 111,356

5,000 0 0 0 5,000 62,000 30,317 0 92,317 97,317

0 95,000 20,000 0 0 115,000 310,000 286,807 0 596,807 711,807

1,561,932 3,128,160 209,051 247,752 0 5,146,895 1,834,590 3,983,990 0 5,818,580 10,965,475

　接続率   93.5％（令和７年度：初年度）→ 97.1％（令和12年度：最終年度）

講じる対策：接続意向調査並びに広報を実施し、接続要請を積極的に行う。

　有収率   99.9％（令和７年度：初年度）→ 99.9％（令和12年度：最終年度）

講じる対策：適切な管理を進め、有収率の維持に努める。

　その他講じる対策

　・下水道使用料の適正化に対する検討等

ロ.財源の部

建　　　　設　　　　改　　　　良　　　　費 維　持　管　理　費　及　び　起　債　償　還　額
年　次

合計

過年度

（令和７年度まで）

令和８年度

令和９年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

小　計

(令和８年度～令和12年度)

合　計

下水道使用料※関連事項
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７．その他の書類 

 

７－１．施設の設置に関する方針（様式１） 

　　 

 

主要な 

施策

整備水準
事業の

重点化・ 

効率化

の方針

中期目標

を達成す

るための

主要な 
事業

備　考

 

指標等

現在 

(令和６ 
年度末)

中期目標 

(令和12 
年度末)

長期目標

 

汚水処理

下水道処理 
人口普及率 

 

 

管路施設　　　緊急度Ⅰの

（管渠）　　　　　延長 

　　　　　　　 

 

管路施設　　　 緊急度Ⅰの 

（マンホール） マンホール 

　　　　　　　 の箇所数 

 

下水処理場　　 「中分類 

相当」の健 

全度２以下 

の施設数

56.9％ 
 
 
 

０km 
 
 
 

０箇所 
 
 
 

０施設 
 
 

56.9％ 
 
 
 

０km 
 
 
 

０箇所 
 
 
 

０施設 
 
 

56.9％ 
 
 
 

０km 
 
 
 

０箇所 
 
 
 

０施設 
 
 

下水道計

画区域内

整備済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐水化

水
害
時
に
お
け
る
機
能
確
保

率処
理
場

沈澱機能が確

保された水処

理系列数：１

０％ ０％
100％ 
（１）

具体的

な方針

は今後

検討を

行う

 

耐震化

災害時にお

ける機能確

保率

主要な管渠 ０％ ０％ 100％
具 体 的

な 方 針

は 今 後

検 討 を

行う

 

下水処理場 100％ 100％ 100％

 

汚泥の 
再生利用

燃料又は肥料として有効利用

された割合
100％ 100％ 100％
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７－２．施設の機能の維持に関する方針（様式２） 

a）主要な施設に係る主な措置 

 

ⅰ）劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画 

 

 

ⅱ）診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準 

 

 

ⅲ）改築事業の概要（令和７年度～令和 12 年度） 

※今後、ストックマネジメント計画を策定予定 

 

 

 

 

 

 主要な施設 点検・調査の頻度

 

管渠施設

主要な管路施設のうち、腐食のおそれの大きい個所の管渠、マンホール

（ふたを含む）を対象に、５年に一度、点検を実施。また、10年に一度、

もしくは、点検で異状が確認された場合、テレビカメラ等による調査を

実施。

 

水処理施設 
（送風機本体）

1年に一度、設備調査を実施。 
設備調査の結果、異状またはその兆候が確認された場合、分解調査を実

施。 
また、設備調査の結果に関わらず、概ね7年に一度、分解調査を実施。

 

汚泥処理施設 
（汚泥脱水機）

1年に一度、設備調査を実施。 
設備調査の結果、異状またはその兆候が確認された場合、分解調査を実

施。 
また、設備調査の結果に関わらず、概ね7年に一度、分解調査を実施。

 主要な施設 修繕・改築の判断基準

 管渠施設 緊急度ⅠまたはⅡに該当する施設を修繕・改築対象とする。

 水処理施設 
（送風機本体）

健全度２以下に該当する設備を修繕・改築対象とする。

 汚泥処理施設 
（汚泥脱水機）

健全度２以下に該当する設備を修繕・改築対象とする。

 主要な施設 改築事業の概要

 管渠施設 該当なし

 水処理施設 
（送風機本体）

該当なし

 汚泥処理施設 
（汚泥脱水機）

該当なし
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ｂ）施設の長期的な改築の需要見通し 

 

７－３．汚泥の最終処分計画及び処分地 

　　大草及び片桐浄化センターで発生する汚泥は、場内で移動脱水車により脱水の後、脱

水ケーキで場外へ搬出する。

 改築の需要見通し 

(年当たりの概ねの事業規模

の試算)
試算の対象時期 試算の前提条件

 

年当たり概ね51百万円 概ね100年後

管路施設の目標耐用年数を 75 年に設定。 
処理施設の土木・建築構造物の目標耐用年数を

75 年に設定。 
処理施設の機械・電気設備の目標耐用年数を 25
年に設定。
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７－４．下水道条例

中川村公共下水道条例

目次

第１章 総則(第１条―第４条)

第２章 排水設備の設置等(第５条―第７条)

第３章 排水設備等の工事の事業に係る指定等(第８条―第９条)

第４章 公共下水道の使用(第10条―第16条)

第５章 使用料等(第17条―第23条の2)

第６章 雑則(第24条―第28条)

第７章 罰則(第29条・第30条)

第８章 補則(第31条)

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定により、

下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）及びその他の法令で定めるもののほ

か、中川村公共下水道（以下「公共下水道」という。）の設置及び管理に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第２第１号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第１項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の２第２項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第１項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の２第１項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 公共ます 排水設備と取付管（排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管

をいう。）を接続するための、公衆用道路に近い民地内に設置するますをいう。

(10)使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、規程

で定める。

（設置）

第３条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全を

図るため、公共下水道を設置する。

（名称及び区域）

第４条 公共下水道の名称は、中川村公共下水道とする。

２ 公共下水道の下水を排除すべき区域及び下水を処理すべき区域は、法第９条の規定によ

り、管理者の権限を行う村長（以下「管理者」という。）が公示した区域とする。
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第２章 排水設備の設置等

（排水設備の設置）

第５条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から３年以内

に当該排水設備を設置しなければならない。

（排水設備の接続方法及び内径等）

第６条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、

次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施又

は他の排水設備（以下「公共ます等」という。）に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はそ

の施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合

を除き、次表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に

応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする

こと。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が３メー

トル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 前各号に定めるもののほか排水設備の設置及び構造の基準は、規程に定めるところに

よる。

（排水設備等の計画の確認）

第７条 排水設備又は法第24条第１項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施

設（以下これらを「排水設備等」という。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、そ

の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについ

て、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受

けなければならない。

２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の

確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更

にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第３章 排水設備等の工事の事業に係る指定等

（排水設備指定工事店の指定）

第８条 排水設備等の新設等の工事（以下「排水設備工事」という。）は、次の各号に掲げる

工事を除き、管理者の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなければ、行って

排水人口

(単位：人)

排水管の内径

(単位：ミリメートル)

勾配

150未満 100以上 100分の２以上

150以上300未満 125以上 100分の1.7以上

300以上500未満 150以上 100分の1.5以上

500以上 200以上 100分の1.2以上
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はならない。

(1) 規程で定める軽微な工事

(2) 災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行

わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事

２ 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から５年とする。

３ 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、

指定の更新を受けなければならない。

（指定の申請）

第８条の２ 前条第１項の指定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行うものとす

る。

２ 前条第１項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提

出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備工事の事業を行う営業所（以下「営業所」という。）の名称及び所在地並び

に第８条の４第１項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設

備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）の氏名並びに他の営業所責任技術者

を兼任している場合はその兼務状況

３ 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第１項第４号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、

在留カード（出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第19条の３に規定する

在留カードをいう。）又は特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を

離脱した者等の出入国に関する特例法（平成３年法律第71号）第７条第１項に規定する特

別永住者証明書をいう。）の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 選任することとなる責任技術者に係る財団法人長野県下水道公社（以下「公社」とい

う。）の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第１項第２号で定める機械器具を有することを証する書類

（指定の基準）

第８条の３ 管理者は、第８条第１項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合して

いると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任してい

ること。

(2) 別に定める機械器具を有していること。

(3) 長野県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 第８条の10第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過

しない者

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の

理由がある者
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エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

２ 管理者は、第８条第１項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置

をとるものとする。

（責任技術者）

第８条の４ 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、公社の規定

する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。

ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

２ 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの

確認

(4) 第９条に規定する検査の立ち会い

３ 排水設備工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければなら

ない。

（責任技術者の登録）

第８条の５ 公社は、前条第１項において定める責任技術者についての登録を行うものとす

る。

２ 前項の登録の有効期間は、公社が定めるものとする。ただし、次条に定める責任技術者認

定試験に合格したことを証する書類に記載された有効期間の範囲内とする。

３ 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けな

ければならない。

（責任技術者認定試験）

第８条の６ 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、公社が

行うものとする。

（指定工事店証）

第８条の７ 管理者は、指定工事店として指定を行った排水設備工事の事業を行う者に対し、

排水設備指定工事店証（以下「指定工事店証」という。）を交付する。

２ 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

３ 指定工事店は、第8条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者

に指定工事店証を返納しなければならない。同項の規定により指定の効力を一時停止された

ときも、同様とする。

４ 前３項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項

は、別に定める。

（指定工事店の責務及び遵守事項）

第８条の８ 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程の定めるところに従い適正な

排水設備工事の施工に努めなければならない。

（変更の届出等）

第８条の９ 指定工事店は、営業所の名称及び所在地等に変更があったとき、又は排水設備工
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事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければな

らない。

（指定の取消し又は一時停止）

第８条の10 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第１項の

指定を取り消し又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第８条の３第１項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第８条の４第１項の規定に違反したとき。

(3) 第８条の８に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の

施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが

大であるとき。

(6) 不正の手段により第８条第１項の指定を受けたとき。

２ 第８条の３第２項の規定は、前項の場合に準用する。

（排水設備等の工事の検査）

第９条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日か

ら７日以内にその旨を管理者に届け出て、村の職員の検査を受けなければならない。

第４章 公共下水道の使用

（除害施設の設置等）

第10条 法第12条第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して

公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 １リットルにつき220ミリグラム未満

（特定事業場からの汚水の排除の制限）

第11条 特定事業場から汚水を排除して、公共下水道を使用する者は、法第12条の２第５項の

規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき380ミリグ

ラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満

(3) 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 １リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 １リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 １リットルにつき32ミリグラム未満

２ 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場
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合においては、同項の規定に関わらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とす

る。

(1) 前項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共

下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁

防止法（昭和45年法律第138号）の規定による環境省令により、又は同法第３条第３項の規

定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第２号から第５号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の

公共の水域湖沼を除く。）に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規

定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されると

き。

（除害施設の設置等）

第12条 法第12条の11第１項の規定により、次に定める基準に適合しない下水（法第12条の２

第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除

く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を

しなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 １リットルにつきシアン１ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 １リットルにつき１ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 １リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀0.005ミリグラム以

下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル １リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10)トリクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11)テトラクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12)ジクロロメタン １リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13)四塩化炭素 １リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14)1・2ジクロロエタン １リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15)1・1ジクロロエチレン １リットルにつき1ミリグラム以下

(16)シス1・2ジクロロエチレン １リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17)1・1・1トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム以下

(18)1・1・2トリクロロエタン １リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19)1・3ジクロロプロペン １リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20)テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) １リットルにつき0.06ミリグラ

ム以下

(21)2クロロ4・6ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) １リットルにつき

0.03ミリグラム以下

(22)S―4クロロベンジル＝N・Nジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) １リッ

トルにつき0.2ミリグラム以下
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(23)ベンゼン １リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24)セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25)ほう素及びその化合物 １リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26)ふっ素及びその化合物 １リットルにつきふっ素８ミリグラム以下

(27)1・4―ジオキサン １リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28)フェノール類 １リットルにつき５ミリグラム以下

(29)銅及びその化合物 １リットルにつき銅３ミリグラム以下

(30)亜鉛及びその化合物 １リットルにつき亜鉛２ミリグラム以下

(31)鉄及びその化合物(溶解性) １リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32)マンガン及びその化合物(溶解性) １リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33)クロム及びその化合物 １リットルにつきクロム２ミリグラム以下

(34)ダイオキシン類 １リットルにつき10ピコグラム以下

(35)温度 45度未満

(36)アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグ

ラム未満

(37)水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満

(38)生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に600ミリグラム未満

(39)浮遊物質量 １リットルにつき600ミリグラム未満

(40)ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下

(41)窒素含有量 １リットルにつき240ミリグラム未満

(42)燐含有量 １リットルにつき32ミリグラム未満

(43)前各号に掲げる物質又は項目以外のもので良好な生活環境の保全に関する条例(昭和48

年長野県条例第11号)に基づき当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められ

たもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係

る数値

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に

関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければな

らない。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、

あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとす

るときも、同様とする。

2 第9条の規定は、除害施設の新設等を行う場合に準用する。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、公共下水道への汚水の排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止

させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
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(3) 前２号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

（使用開始等の届出）

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止してい

るその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらか

じめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

２ 法第11条の２、第12条の３、第12条の４又は第12条の７の規定による届出をした者は、前

項の規定による届出をした者とみなす。

第５章 使用料等

（使用料の徴収）

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

２ 使用料は、使用月毎に、当該使用月における公共下水道の使用について、納入通知書によ

り徴収する。

３ 使用料の納期限等は、管理者が別に定める。

４ 前２項の規定に関わらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公

共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認

めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれ

に伴う追加徴収又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったと

き、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

（使用者の区分）

第18条 使用料を徴収する使用者の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭 もっぱら生活に起因する汚水のみを公共下水道に排除する家庭

(2) 事業所等 公共施設、会社、営業店舗、集会施設など前号以外のすべての施設

（使用料の額）

第19条 使用料の額は、使用者の区分に応じ、別表第１に定めるところにより算出した金額

（１円未満の端数は切り捨てる。）とする。

（使用料の算定基準）

第20条 使用料の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭の使用料の算定の基礎となる人数については、毎年５月１日の基準日におい

て現に居住する人数によるものとし、翌月分の使用料から適用する。ただし、施設の使

用を開始又は再開する場合にあっては、その届出のあった日において現に居住する人数に

よるものとし、次の基準日まで適用する。

(2) 事業所等の従量料金の算定の基礎となる使用量は、次に掲げる場合の区分に応じて、

それぞれ次に掲げるとおりとする。

ア 村営水道を使用する場合 中川村営水道条例（昭和51年条例第11号）第25条に規定

する、あらかじめ村長が定めた日の量水器の検針による水道使用量

イ 村営水道以外の水（以下「自家用水等」という。）を使用する場合 公共下水道に

排除される自家用水等の使用量を計ることのできる量水器の検針による水道使用量

ウ 村営水道と自家用水等を併用する場合 村営水道の使用量と公共下水道に排除され

る自家用水等の使用量を合算した使用量

エ 製氷業その他の営業で、営業に伴い使用する水の量が、営業に伴い公共下水道に排

除する汚水の量と著しく異なる場合 使用者が毎使用月に公共下水道に排除した汚水量
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を記載した申告書により管理者が認定する水量

２ 前条の規定に関わらず、月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、再開又は廃止

した場合で、その月の使用日数が2分の1以下であるときの使用料の額は、一般家庭にあって

は、基本料金の２分の１の額にその月の現日数を基礎として日割りによって計算した人数料

金を加えた額、事業所等にあっては、基本料金の２分の１の額にその月の現日数を基礎とし

て日割りによって計算した従量料金を加えた額とする。

（使用料の督促等）

第21条 管理者は、第17条第3項に規定する納期限までに使用料を納付しない者があるとき

は、督促状を発して督促しなければならない。

２ 使用料の延滞金の徴収については、中川村税外収入金の延滞金徴収条例（昭和57年条例第

１号）の規定の例による。

（使用料の減免）

第22条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することが

できる。

（資料の提出）

第23条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求

めることができる。

（手数料）

第23条の２ 手数料は、別表第２のとおりとする。

第６章 雑則

（改善命令）

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の

設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の

方法の変更を命ずることができる。

（行為の許可）

第25条 法第24条第１項の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければなら

ない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

（許可を要しない軽微な変更）

第26条 法第24条第１項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を

妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件（地上に存す

る部分に限る。）に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に

付随して行うものとする。

（占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件（次条に規定する電線又は物件を除く。以下

「占用物件」という。）を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとす

る者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出して、許可を受けなければ

ならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の

設置については、法第24条第１項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみ

なす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
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(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

２ 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用

物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係

る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定す

る地方公営企業以外の事業に係る占用物件

３ 前項の占用料の額及び徴収については、中川村道路占用料徴収条例（昭和61年条例第６

号）の規定を準用する。

（占用許可の基準）

第27条の２ 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造部分に電線及び下水道法施行

令（昭和34年政令第147号）第17条の３に規定する物件（以下この条及び次条において「電

線等」という。）の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要

やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限

り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線等の本数

が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性及び耐水性のあるもので

あること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさ

ないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第27条の3 第27条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の

規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内と

する。

（原状回復）

第28条 第27条第１項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期

間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却

し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが

不適当であると認めたときは、この限りでない。

２ 管理者は、第27条第１項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回

復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
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第７章 罰則

（罰則）

第29条 次の各号に掲げる者については、５万円以下の過料を科する。

(1) 第７条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者

(2) 第８条の規定に違反して、排水設備工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第８条の５に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 第９条の規定に違反した者

(5) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者

(6) 第14条の規定による届出を怠った者

(7) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第24条に規定する命令に違反した者

(9) 前条第２項の規定による指示に従わなかった者

(10)第７条第１項及び第25条の規定による申請書、第７条第２項本文、第14条及び第16条

の規定による届出書、第20条第１項第２号エの規定による申告書又は第23条の規定による

資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者については、その徴

収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないとき

は、５万円とする。）以下の過料を科する。

第８章 補則

（補則）

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成10年６月16日条例第19号）抄

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年３月７日条例第８号)抄

（施行期日）

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。

（公営住宅管理条例、公共下水道条例及び村営水道条例の一部改正に伴う経過措置）

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則（平成12年12月12日条例第32号）

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第２項の改正規定は、平成13年１月

６日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に排水設備工事の業者の指定等に関する規程の規定により指定さ

れている指定工事店及び登録されている責任技術者は、この条例による改正後の公共下水道

条例の規定により指定された指定工事店及び登録された責任技術者とみなす。

附 則（平成14年12月12日条例第42号）

（施行期日）
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１ この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

（経過措置）

２ 改正後の公共下水道条例の規定は、平成14年4月1日以降に申請のあった責任技術者の登録

から適用し、同日前に申請のあった責任技術者の登録については、なお従前の例による。

附 則（平成18年６月21日条例第24号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成18年９月27日条例第26号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年３月19日条例第11号）

（施行期日）

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第19条及び別表第１の改正規定

は、平成19年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の中川村公共下水道条例の規定は、平成19年６月１日以後に徴収する使用料につい

て適用し、平成19年５月31日までに徴収する使用料については、なお従前の例による。

附 則（平成22年９月24日条例第14号）

この条例は、公布の日から施行し、平成22年７月１日から適用する。

附 則（平成23年12月19日条例第22号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年６月12日条例第13号）

この条例は、平成24年７月９日から施行する。

附 則（平成25年３月12日条例第11号）

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年３月13日条例第7号）

（施行期日）

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の中川村公共下水道条例の規定は、平成26年７月１日以後に徴収する使用料につい

て適用し、平成26年６月30日までに徴収する使用料については、なお従前の例による。

附 則（平成27年３月20日条例第８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成27年12月16日条例第20号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（令和元年９月30日条例第15号）

この条例は、令和２年１月１日から施行する。

附 則（令和元年12月18日条例第28号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和２年４月１日から施行

する。

附 則（令和６年９月10日条例第18号）

この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。

附 則（令和７年２月27日条例第10号）
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この条例は、令和７年４月１日から施行する。

附 則（令和７年６月10日条例第16号）

この条例は、公布の日から施行する。

別表第１（第19条関係）

使用料

単位：円

別表第２（第23条の２関係）

手数料

単位：円

使用者の区分 使用料の額（１か月につき）

一般家庭 基本料金 1,980

人数料金 １人世帯 2,200

２人世帯 2,750

３人世帯 3,300

４人世帯 3,850

５人世帯 4,400

６人世帯 4,950

７人世帯 5,500

８人世帯 6,050

９人世帯 6,600

10人世帯以上 7,150

事業所等 基本料金 1,980

従量料金

(１m3につき)

０～20m3まで 154

20m3を超え50m3まで 176

50m3を超え100m3まで 198

100m3を超え150m3まで 220

150m3を超え250m3まで 242

250m3を超える分 264

種別 区分 金額

指定工事店の指定 新規指定１件につき 10,000

更新指定１件につき 5,000

排水設備設計審査・工事検査 工事１件につき 10,000
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７－５．処理場容量計算書

１）大草浄化センター

１．計画概要

（１）基本概要

１．１ 名称 大草浄化センター

１．２ 位置 中川村大草下平

１．３ 敷地面積 １９，１００㎡

１．４ 地盤高 現在 ＴＰ＋５２０．７９０Ｍ

計画 ＴＰ＋５２０．２００Ｍ

１．５ 周辺の土地利用 田畑

１．６ 下水排除方式 分流式

１．７ 処理法式

下水処理 オキシデーションディッチ法

汚泥処理 濃縮＋搬出処分

１．８ 放流先

名称 一級河川天竜川（河床高ＴＰ＋ Ｍ）

ＨＨＷＬ ＴＰ＋ Ｍ

ＨＷＬ ＴＰ＋ Ｍ

ＬＷＬ ＴＰ＋ Ｍ

水質環境基準の設定値

排出基準 ＢＯＤ ２００ppm， ＳＳ ７０ppｍ

（２）設計諸元

２．１ 計画下水量

２．２ 流入下水の水質、処理効果

項 目
日平均汚水量(Q

₁)
日最大汚水量(Q

₂)
時間最大汚水量(Q

₃)

家庭汚水量 ３２４㎥/日 ３８４㎥/日 ７６８㎥/日

地下水量 ７７㎥/日 ７７㎥/日 ７７㎥/日

その他汚水量 ５㎥/日 ５㎥/日 １０㎥/日

計 ４０６㎥/日 ４６６㎥/日 ８５５㎥/日

項目
流入下水水質

㎎/ℓ

２次処理施設

除去率 ％ 処理水水質 ㎎/ℓ

ＢＯＤ １５０ ９０ １５

ＳＳ １１７ ８５ １８
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２．３ 発生汚泥量

発生汚泥量は流入ＳＳ量の７５％とする。

（３）フローシート

流 入

↓

流 入 管

↓

汚 水 ピ ッ ト

↓

ス ク リ ー ン ユ ニ ッ ト

↓ 返送汚泥 余剰汚泥

オキシデーションディッチ←－－－－計量分配槽－－－→汚泥濃縮槽

↓ ↑ ↓

沈 殿 池－－－－－－ ○Ｐ ○Ｐ

↓ ↓

接 触 水 路 汚泥貯留槽

↓ ↓

放 流 管 排出処分

↓

放 流

項目
含水率

％

日間発生量

（日最大）

年間発生量

（日平均×３６５）

流入ＳＳ量 ９８．５ ５４．５２㎏/日 １７，３３８.２３㎏/年

発生汚泥量 － ４０．８９㎏/日 １３，００３.６７㎏/年

余剰汚泥量 ９９．４ ６．８２㎥/日 ２，１６７．２８㎥/年

濃縮汚泥量 ９８．５ ２．７３㎥/日 ８６６．９１㎥/年
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２．主要設備概要

主要施設名称 構造寸法及び仕様 施設数 項目 能力 備考

流入管渠 φ=200㎜ 勾配：3.5‰

満管流量=0.025㎥/sec

１基 計画流量

（㎥/sec）

0.0054

汚水ピット マンホール形式ポンプ場

内径：1.5m

マンホール深：4.5m

１基 有効容量（㎥）

滞留時間（min）

1.77

3.0

汚水ポンプ 水中汚水ポンプ

φ80×0.70㎥/min×0.9m

×3.70KW

２台

内予 1台

計画流量（㎥/min）

ポンプ容量（㎥/min）

0.59

0.70

計画時間最大

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ 円環状循環流水路式

池幅：4.60m

池長：38.30m

有効水深：3.0m

１池 BOD‐SS負荷

（㎏ BOD/㎏ SS/日）

ｴｱﾚｰｼｮﾝ負荷 型式：スクリュー型 ２台 酸素供給能力

（㎏ O₂/hr）

6.9 必要酸素

（㎏ O₂/hr）

沈殿池 放射流円形沈殿池

内径：7.30m

有効水深：3.0m

１池 水面積負荷（㎥/㎡/日）

沈殿時間（hr）

越流負荷（㎥/㎡/日）

11.14

6.5

25

塩素接触水路 池幅：1.00m

池長：12.00m

有効水深：0.70m

１池 接触時間（min） 26.3

汚泥濃縮槽 重量式濃縮（ﾎｯﾊﾟｰ形式）

幅×長さ：2.50m×2.50m

有効水深：2.90m

１槽 固形物負荷量

（㎏/㎡/日）

6.54

汚泥貯留槽 短形貯留槽

幅×長さ：2.50m×2.50m

有効水深：2.10m

２槽 貯留容量（㎥）

貯留日数（日）

26.3

8.8
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３．容量計算

（１）流入管

現在地盤高：ＴＰ＋５２０．７９０

計画地盤高：ＴＰ＋５２０．２００

管種：塩ビ管（粗度係数ｎ＝０．０１０）

管径：２００㎜

勾配：３．５‰

管底高：ＴＰ＋５１８．８６０Ｍ

満管流量：０．０２５㎥/秒
満管流速：０．８０３㎥/秒
各流量時における水深および水位高

（２）汚水ピット

名 称 日平均汚水量 日最大汚水量 時間最大汚水量

流量（㎥/sec） ０．００４７ ０．００５４ ０．００９９

水深（㎜） ５８ ６２ ８６

水位高（ＴＰ+Ｍ） ５１８．９１８ ５１８．９２２ ５１８．９４６

項 目 記 号 設 計 計 算

形 式

計画下水量

有効水深

所要容量

仕 様

構 造

マンホール径

流入管管底深

マンホール深

検 討

水面積

有効水深

有効容量

滞留時間

Ｑ₃

Ｄ₃

Ｖ₃

Ｂ

Ａ

Ｈ

Ｓ

Ｄ

Ｖ

Ｔ

マンホール形式ポンプ場

８５５㎥/日＝０．５９㎥/分

ポンプの最低運転水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ）より、流入管管底高

（Ｈ.Ｗ.Ｌ）までを有効水深とし、１．０ｍ以上確保す

る。

ポンプの発祥頻度を考慮し、有効容量（Ｌ.Ｗ.Ｌ～Ｈ.

Ｗ.Ｌ）を計画ポンプ容量の２分間以上とする。

×２＝１．１８㎥以上

組立マンホール

１．５ｍ（３号マンホール）

２．６４ｍ

４．５４ｍ

Ｂ²×π×1/4

ポンプ最低運転水深（Ｅ）を０．９ｍとする。

Ｄ＝Ｈ－Ａ－Ｅ＝１０ｍ

Ｓ×Ｄ＝１．７７㎥

Ｖ／Ｑ₃＝３分間分
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（３）汚水ポンプ設備

（４）スクリーンユニット

項 目 記 号 設 計 計 算

計画下水量

ポンプ形式

ポンプ台数

ポンプ口径

実揚程

全揚程

ポンプ仕様

口径

揚水量

揚程

電動機出力

台数

Ｑ₁

Ｑ₂

Ｑ₂

ｈ₁

Ｈ₁

φ

計画 日平均汚水量：４０６㎥/日＝０．２８㎥/分

計画 日最大汚水量：４６６㎥/日＝０．３２㎥/分

計画 時間最大汚水量：８５５㎥/日＝０．５９㎥/分

水中汚水ポンプ

２台（内１台予備）とし、２台同時運転も可能な設備と

する。

８０㎝以上とする。

流入管管底高（Ｈ.Ｗ.Ｌ） ５１８．８６０Ｍ

圧送管最高管芯高 ５２３．５００Ｍ

実揚程 ４．６４ｍ

ポンプ廻りの配管損失 ０．５０ｍ

圧送管の損失 ０．５０ｍ

実揚程 ４．６４ｍ

余裕 ０．００ｍ

計 ５．６４ｍ

８０㎜

０．７０㎥/分

９．０ｍ

３．７０KW

２台（内１台予備）

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

計画下水量

（時間最大）

スクリーン仕様

眼 開

スクリーン巾

処理能力

掻き上げ能力

動 力

台 数

外形寸法

検 討

ｽｸﾘｰﾝかす発生量

Ｑ₁

Ｑ₃

ｑ

鋼板製水路一体型スクリーン（主要部ＳＵＳ）

８５５㎥/日＝０．５９㎥/分

３０㎜

０．６ｍ

０．５９㎥/分

０．１KW

１台

巾０．９０ｍ×長１．５０ｍ×１．１０ｍ

スクリーンかす発生量は、日最大汚水量（Ｑ²）に対し

0.015 ㎥／1,000 ㎥、単位重量 1,000 ㎥とする。

Ｑ₂（㎥/日）×0.015 ㎥／1,000 ㎥×10²＝6.99Kg/日
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（５）オキシデーションディッチ

項 目 記号 設 計 計 算

処理方式

型 式

計画下水量

（日最大）

流入下水水質

流入下水ＢＯＤ量

流入下水ＳＳ量

ＢＯＤ－ＳＳ負荷

槽内混合液濃度

返送汚泥濃度

所要容量

構造寸法

有効容量

検 討

返送汚泥率

ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間

ＢＯＤ－ＳＳ負荷

汚泥日令

ＢＯＤ容積負荷

所要酸素量

Ｑ₂

Ｃsb

Ｃss

Ｂsb

Ｂss

Ｌs

ＣA

Ｃr

Ⅴ1

Ｖ₂

Ｒ

Ｔ1

Ｌs

Ａs

Ｌr

オキシデーションディッチ法

円環状循環流水路式

４６６㎥/日＝１９．４２㎥/時

ＢＯＤ １５０㎎/ℓ

ＳＳ １１７㎎/ℓ

ＢＯＤ（Ｃ×Ｑ×１０） ６９．９０Kg/日

ＳＳ（Ｃ×Ｑ×１０） ５４．５２Kg/日

０．０５kgＢＯＤ／㎏ＳＳ／日（０．０３～０．０７）

ＭＬＳＳ＝３，０００㎎/ℓ（２，５００～５，０００）

５，０００㎎/ℓ

Ｂsb×１，０００／Ｌs×ＣA＝４６６㎥

池幅（Ｂ）４．６０ｍ×池長（Ｌ）３８．３０ｍ×

有効水深（Ｈ）３．０ｍ×（Ｎ）１池

Ｂ×Ｌ×Ｈ×Ｎ＝５２９㎥

Ｉ×Ｃss＋Ｒ×Ｃr／１＋Ｒ＝Ｃａ Ｒ＝１５０％

Ｖ₂×２４／Ｑ₂＝２７．２時間

Ｂsb×１，０００／Ｖ２×Ｃａ＝

０．０４㎏ＢＯＤ／㎏ＳＳ／日

Ｖ₂×Ｃａ／Ｂss×１，０００＝２９．１日

Ｂsb／Ｖ₂＝０．１３㎏ＢＯＤ／㎥／日

流入ＢＯＤ㎏当り２．０㎏Ｏ₂とする。

（１．８～２．２）

Ｂsb×２．０＝１３９．８０㎏Ｏ₂／日
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（６）沈殿池

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

計画下水量

（日最大）

水面積負荷

有効水深

所要水面積

構造寸法

内 径

有効水深

池 数

有効水面積

有効容量

越流堰長

検 討

水面積負荷

沈殿時間

越流負荷

Ｑ₂

ＯＦＲ

Ｈ₁

Ａ₁

Ｖ₁

ｄ

Ｈ₂

Ｎ

Ａ₂

Ｖ₂

ℓ₂

ＯＦＲ

Ｔ₂

放射流円形沈殿池

（中央駆動チェーン吊り下げ式汚泥掻寄機付）

４６６㎥／日＝１９．４２㎥／時

１２㎥／㎡／日

３．０ｍ

Ｑ₂／ＯＦＲ＝３８．８３㎥

Ａ₁×Ｈ＝１１６．４９㎥

７．３０ｍ

３．０ｍ

１池

ｄ²×π／４＝４１．８５㎥

Ａ₂×Ｈ₂＝１２５．５６㎥

１９ｍ

Ｑ₂／Ａ₂＝１１．１４㎥

Ｖ₂×２４／Ｑ₂＝６．５時間

Ｑ₂／ℓ₂＝２５㎥／㎡／日
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（７）エアレーション装置

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

計画下水量

（日最大）

必要酸素量

時間当たりの

必要酸素量

酸素供給能力

ｴｱﾚｰｼｮﾝ装置仕様

型 式

能 力

出 力

台 数

Ｑ₂

ＱＯD

ＯD’

Ｓ₀Ｒ

４６６㎥/日＝１９．４２㎥/時

必要酸素量は、流入ＢＯＤ量当り２．０㎏Ｏ₂/㎏ＢＯＤ
とする。

Ｃs×Ｑ₂×１０⁻²×２．０＝

１３９．８０㎏Ｏ₂/日

ＯD／２４＝５．８３㎏/時

ＯD’×Ｃsw／１．０２４T-20×０．９３×

（０．９７×Ｃs－ＣA）

ここに Ｃsw：清水中２０℃での酸素飽和濃度（㎎/ℓ）

Ｃs ：清水中Ｔ℃での酸素飽和濃度（㎎/ℓ）

ＣA ：混合液のＤＯ（１．５㎎/ℓ）

＝７．７３㎏Ｏ₂/時

スクリュー式

６．９０㎏Ｏ₂/時
４．５KW

２台



53

（８）塩素接触水路

項 目 記号 設 計 計 算

型 式

計画下水量

（日最大）

接触時間

所要容量

構造寸法

検 討

容 量

接触時間

放流堰接触時間

塩素注入設備

使用薬品

注入率

注入量

Ｑ₂

Ｖ

Ｔc

Ｐ

水路形式塩素接触タンク

４６６㎥/日＝１９．４２㎥/時

１５分（放流堰での接触時間を含む）

Ｑ₃×１５＝４．８０㎥

水路巾（Ｂ）１．０ｍ×水路長（Ｌ）１２ｍ×

水深（Ｈ）０．７０ｍ×１水路

Ｂ×Ｌ×Ｈ＝８．４０㎥

Ｖ／ＱD＝２６．３分

０分

固形次亜塩素酸カルシウム（有効塩素７０％）

３㎎/ℓ（２～４）

Ｑ₂×Ｐ×１０⁻³×１００／７０×１／γ

＝１．９９７㎏/日

γ：次亜塩素酸ソーダ比重（１：１）
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（９）濃縮槽

（１０）汚泥貯留槽

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

発生汚泥量

余剰汚泥濃度

余剰汚泥量

固形物負荷

所要水面積

濃縮汚泥含水率

濃縮汚泥量

構造寸法

有効水面積

検 討

固形物負荷

Ｓ₁

Ｗ₁

ＱS1

Ｓｌ

Ｗ₂

ＱS2

Ａ₂

重力式濃縮槽（ホッパー形式）

流入ＳＳ量の７５％とする。

Ｃｓ (ＳＳ)×Ｑ₂×１０⁻³×０．７５

＝４０．８９㎏/日

９９．４％

Ｓ₁×１００／（１００－９９．４）×１０⁻³

＝６．８２㎥/日

１２㎏/㎥×日

Ｓ₁／Ｓｌ＝３．４１㎡

９８．５％

Ｓ₁×１００／（１００－９８．５）×１０⁻³

＝２．７３㎥/日

巾(Ｂ)２．５０ｍ×長(Ｌ)２．５０ｍ×(Ｎ)１槽

Ｂ×Ｌ×Ｎ＝６．２５㎡

Ｓ₁／Ａ₂＝６．５４㎏/㎥×日

項 目 記号 設 計 計 算

型 式

濃縮汚泥量

貯留日数

製造寸法

検 討

容 量

貯留日数

ＱS2

Ｖ

短形貯留槽

２．７３㎥/日

バキュームカーによる搬出能力を考慮して決定する。

槽巾(Ｂ)２．５０ｍ×槽長(Ｌ)２．５０ｍ

×水深(Ｈ)２．１０×２槽

Ｂ×Ｌ×Ｈ×２槽＝２６．５㎡

Ｖ／ＱS2＝８．８日
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２）片桐浄化センター

１．計画概要

（１）基本概要

１．１ 名称 大草浄化センター

１．２ 位置 中川村片桐

１．３ 敷地面積 ０．４２２ha
１．４ 地盤高 現在 ＴＰ＋４７５．２８０Ｍ

計画 ＴＰ＋４７６．０００Ｍ

１．５ 周辺の土地利用 田畑

１．６ 下水排除方式 分流式

１．７ 処理法式

下水処理 オキシデーションディッチ法

汚泥処理 濃縮＋移動脱水車による場外搬出処分

１．８ 放流先

隣接農業用排水路

（２）計画水量・水質

２．１ 計画下水量

※計画流入水量は全て直接スクリーンユニットに流入する。

２．２ 流入下水の水質、目標処理水質

項 目
全体計画 事業計画

日平均 日最大 時間最大 日平均 日最大 時間最大

家庭汚水量 ６２１ ７３６ １，４７２ ５２１ ６１８ １，２３５

地下水量 １４７ １４７ １４７ １２４ １２４ １２４

計 ７６８ ８８３ １，６１９ ６４５ ７４２ １，３５９

項目
流入下水水質

㎎/ℓ

２次処理施設

除去率 ％ 処理水水質 ㎎/ℓ

ＢＯＤ １５０ ９０ １５

ＳＳ １１７ ８５ １８
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（３）容量計算

３．１ 設計水量・水質

・施設設計に用いる水量･水質は汚泥処理施設からの返流水を加味して設定する。

・上記を踏まえ、次のように容量計算を行う。（固形物収支計算書参照）

（別途固形物収支計算による）

３．２ 設計方針

・処理施設はＰＯＤ（プレハブ式オキシデーションディッチ）を採用する。

・池数は１池とする。ＰＯＤは１００㎥/日単位となっている為、能力は９０㎥
/日とする。

・共通施設（主ポンプ、管理棟等）は、９００㎥/日対応の標準タイプをベース
にする。

≪スクリーンユニット≫

項 目 計画流入水量 返流水量 設計流入水量

日最大汚水量（㎥/日） ８８３ １８．１４ ９０１

時間最大汚水量（㎥/日） １，６１９ １８．１４ １，６３７

項 目 記 号 全体計画／事業計画

型 式

設計水量

（日最大）

スクリーン仕様

処理能力

動 力

台 数

外形寸法

ｽｸﾘｰﾝかす発生量

Ｑ

ｑ

円形スクリーン脱水装置

９０１㎥/日＝０．６３㎥/分

（ＰＯＤ９００㎥/日対応の標準仕様による。）

２．３㎥/分

０．７５KW

１台

Ｗ０．８０×Ｌ２．０６×Ｈ１．４０

スクリーンかす発生量は、日最大汚水量（Ｑ）に対し

0.015 ㎥/1,000 ㎥、単位重量 1,000 ㎥とする。

９０１×０．０１５／１，０００×１，０００

＝１３．５㎏/日
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≪オキシデーションディッチ≫

項 目 記号 設 計 計 算

処理方式

型 式

設計水量

（日最大）

設計流入水質

流入下水ＢＯＤ量

流入下水ＳＳ量

ＢＯＤ－ＳＳ負荷

槽内混合液濃度

返送汚泥濃度

所要容量

構造寸法

有効容量

検 討

返送汚泥率

ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間

ＢＯＤ－ＳＳ負荷

汚泥日令

ＢＯＤ容積負荷

所要酸素量

Ｑ

Ｃsb

Ｄss

Ｂsb

Ｂss

Ｌs

Ｃa

Ｃr

Ⅴ1

Ⅴ2

Ｒ

Ｔ

Ｌs

Ａs

Ｌr

オキシデーションディッチ法

９０１㎥/日＝３７．５５㎥/時

ＢＯＤ：１８５㎎/Ｌ

ＳＳ：１４０㎎/Ｌ

（９００㎥/日対応）

：１８５×９０１×０．００１

＝１６６．７１（㎏/日）

（９００㎥/日対応）

：１４０×９０１×０．００１

＝１２６．１６（㎏/日）

０．０５kgＢＯＤ／㎏ＳＳ／日

ＭＬＳＳ＝４，０００㎎/Ｌ

５，０００㎎/Ｌ

（９００㎥/日対応）

１６６．７１×１，０００／（０．０５×４，０００）

＝８３４㎥

（９００㎥/日対応）

水路巾(Ｂ)５．４ｍ 池長(Ｌ)５５．６ｍ

(ＰＯＤ標準仕様による。)

有効水深(Ｈ)３．０ｍ 池数(Ｎ)１池

容積Ⅴ2＝９０１

Ｂ×Ｌ×Ｈ×Ｌ＝９０１㎥

Ｉ×Ｃss＋Ｒ×Ｃr／（１＋Ｒ）＝Ｃr Ｒ＝１５０％

９００㎥/日対応

Ⅴ2×２４／Ｑ＝２４．０時間

Ｂsb×１，０００／（Ⅴ２×Ｃa）

＝０．０５㎏ＢＯＤ／㎏ＳＳ／日

Ⅴ2×Ｃa／（Ｂss×１，０００）＝２８．６日

Ｂsb／Ⅴ2＝０．１９㎏ＢＯＤ／㎥／日

流入ＢＯＤ㎏当り２．０㎏Ｏ₂とする。

Ｂsb×２．０＝３３３．４Ｏ₂/日
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≪沈殿池≫

≪エアレーション装置≫

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

設計水量

（日最大）

水面積負荷

有効水深

所要面積

構造寸法

有効水面積

有効容量

越流堰長

検 討

水面積負荷

沈殿時間

越流負荷

Ｑ

ＯＦＲ

Ｈ1

Ａ1

Ｖ1

Ａ2

Ｖ2

ＯＦＲ

Ｔ2

放射流円形沈殿池

（中央駆動チェーン吊り下げ式汚泥掻寄機付）

９０１㎥/日＝３７．５５㎥/時

８㎥／㎡／日

３．０ｍ

Ｑ2／ＯＦＲ＝１１２．６４㎥

Ａ1×Ｈ＝３３７．９３㎥

（９００㎥/日対応）

内径（d）１２．０ｍ 面積＝１１３．１０㎡

有効水深（Ｈ）３．０ｍ 池数（Ｎ）１ｍ

（９００㎥/日対応）

d2×π／４＝１１３．１０㎥

Ａ2×Ｈ2＝３３９．２９㎥

３４．６ｍ

Ｑ／Ａ2＝７．９７㎥／㎡／日

Ｖ2×２４／Ｑ＝９．０時間

Ｑ／１２＝２６㎥／㎡／日

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

設計水量

（日最大）

ｴｱﾚｰｼｮﾝ装置仕様

型 式

能 力

出 力

台 数

Ｑ ９０１㎥／日

（９００㎥/日対応の標準仕様による。）

スクリュー式

７．３２㎏Ｏ₂/時・基

４．５KW／基

４
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≪塩素接触水路≫

≪汚泥濃縮槽≫

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

計画下水量

（日最大）

接触時間

所要容量

構造寸法

検 討

容 量

接触時間

放流堰接触時間

塩素接触設備

使用薬品

注入率

注入量

Ｑ

Ｖ

Ｔc

Ｐ

（ＰＯＤ９００㎥/日対応の標準仕様による。）

水路型式塩素接触タンク

９０１㎥/日＝０．６３㎥/分

１５分（放流堰での接触時間を含む）

Ｑ×１５＝９．３９㎥

水路巾(Ｂ)１.０ｍ×水路長(Ｌ)１３.４ｍ

×水深(Ｈ)０.７０ｍ

Ｂ×Ｌ×Ｈ＝９．３８㎥

Ｖ／Ｑ＝１５．０分

０分

固形次亜塩素酸カルシウム（有効塩素７０％）

３㎎/ℓ

Ｑ2×Ｐ×０.００１×７０％×１／γ＝１.８９２㎏/日

γ：次亜塩素酸ソーダ比重

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

濃縮投入汚泥

固形物量

余剰汚泥濃度

余剰汚泥量

固形物負荷

所要水面積

構造寸法

検 討

固形物負荷

Ｓ1

Ｗ1

ＱS1

Ｓl

Ａ2

（ＰＯＤ９００㎥/日）対応の標準仕様による。）

重力式濃縮槽（ホッパー形式）

＝９２．６８㎏/日

（別途固形物収支計算による）

０．５％

＝１８．５４㎥/日

（別途固形物収支計算による）

３０㎏／㎡×日

Ｓ1/Ｓl＝３．０９㎥

巾(Ｂ)２．５０ｍ×長(Ｌ)２．５０ｍ×(Ｎ)１槽

Ｂ×Ｌ×Ｎ＝６．２５㎡

Ｓ1／Ａ2＝１４．８㎏／㎡×日
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≪汚泥貯留槽≫

≪汚泥脱水≫

（４）発生汚泥量

全体計画及び事業計画における発生汚泥量は、別紙収支計算より次のようになる。

項 目 記 号 設 計 計 算

型 式

濃縮汚泥量

貯留日数

製造寸法

検 討

容 量

貯留日数

ＱS2

Ｖ

（ＰＯＤ９００㎥/日対応の標準仕様による。）

短形貯留槽

＝５．５６㎥／日 （別途固形物収支計算による）

移動脱水車による搬出能力を考慮して決定する。

巾(Ｂ)２．５０ｍ×長さ(Ｌ)２．５０ｍ×

水深(Ｈ)２．１０ｍ×（Ｎ）２槽

Ｂ×Ｌ×Ｈ＝２６．２５㎥

Ｖ／ＱS2＝４．７日

項 目 設 計 計 算

型 式

脱水機投入固形物量

脱水機投入汚泥量

固形物回収率

脱水固形物量

脱水汚泥量

ろ布巾

処理速度

運転時間

処理能力

移動脱水車による汚泥脱水

濃縮汚泥濃度 ９８．５％

＝８３．４１㎏/日 （別途固形物収支計算による）

＝５．５６㎥/日 （別途固形物収支計算による）

９０％

＝８０．００㎏/日 （別途固形物収支計算による）

＝０．４００㎥/日 （別途固形物収支計算による）

＝１．０ｍ

＝１００．０㎏/h

＝８３．４１×４／１．０／１００．０

＝３．３時間/回

＝１００．０／０．０１５×１．０Ｅ－０．３

＝６．６７㎥/h

項 目 全体計画＝事業計画

濃縮投入汚泥固形物量（㎏/日） ９２．７

濃縮投入汚泥固形物量（㎥/日） １８．５

脱水投入汚泥量（㎥/日） ５．５６

脱水汚泥量 （㎥/日） ０．４０
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表２
下水道事業コスト構造改善プログラムチェックリスト

分類 ＜具体的施策＞

1 - 1 ○ 段階的な事業説明会の実施 －

1 - 2 ○ 関係住民の代表者を含む協議会の設置 －

1 - 3 ◎ パブリック・インボルブメント（ＰＩ）の実施 －

1 - 4 ○
ホームページによる下水道事業の情報公開（経営関連情
報、管理指標による進捗評価等）

－

2 - 1 ◎ 関連部局との連絡会議の開催（汚水処理連絡会議等） －

2 - 2 ○ 隣接自治体との調整会議の開催 －

2 - 3 ○
道路工事連絡調整会議等による、共同工事の工程や工
事区間の調整

－

3 - 1 ○ 事業評価の厳格な実施 －

3 - 2 ◎ 下水道施策別の評価（目標達成度評価等の実施） －

4 - 1 ○ 事業箇所の厳選 －

4 - 2 ○
「４つの点検」（役割分担・コスト管理・時間管理・整備効
果）の実施

－

工事の完成時期明示
4 - 3 ○

完成時期を明示した工事やプロジェクトの実施（特定地区
における浸水対策事業の完成時期等）

－

5 管渠基準の見直し

5 - 1 △ 地形に合わせた管渠勾配の急勾配化

5 - 2 ○
汚水管渠における水路や地下埋設物の下越し部における
ベンドサイフォン（改良型伏越し）の採用

シールド工法や推進工法における新工法の採用と施工の効率化

5 - 3 △ シールド工法や推進工法における新工法の採用

5 - 4 ○
中継ポンプ場施工時における発進立坑機能の確保（中間
スラブの後施工等）

5 - 5 ◎
シールド二次覆工厚の縮小、二次覆工省略型シールド工
法の採用

5 - 6 △ 広幅型のセグメント採用（1.0ｍ→1.2m等）

マンホールの数・規模・材料等の見直し

5 - 7 △
マンホール最大間隔の見直し
（マンホール間隔の見直しによるマンホール設置数の削減等）

5 - 8 △ 小型マンホールの使用

5 - 9 △ 管路屈曲部での曲管の使用によるマンホール数の削減

5 - 10 ○ 起点マンホールの共有化

5 - 11 △
ドロップシャフトの採用
（高落差接合のﾏﾝﾎｰﾙへの採用によるﾏﾝﾎｰﾙ規模の縮小等）

改築・修繕・耐震化工法

5 - 12 △ 管路施設における更生工法の採用

5 - 13 ◎ 非開削耐震化工法の採用

ポンプ施設形式の見直し

5 - 14 △

マンホールポンプの対象範囲の拡大
（マンホールポンプの連結によるポンプ施設の簡素化、従来
形式（建屋式）の中継ポンプ場からマンホールポンプ場形式へ
の見直し等）

5 - 15 △ 後沈砂池の採用

5 - 16 △ ふかし上げポンプ場の採用

ポンプ設備の簡易化・効率化

5 - 17 ◎ 省スペース型制御盤採用（マンホールポンプ用)

5 - 18 ○
沈砂機能の一部省略
（沈砂池を簡略化し砂だまり程度で対応する等）

5 - 19 ○ 軽量・高速・大容量ポンプの導入

5 - 20 ○ 無注水型ポンプの採用

汚泥処理施設の見直しと設備の高効率化

5 - 21 ○ 効率的な汚泥処理施設の導入

5 - 22 ○ 濃縮・貯留設備を省略した脱水機の導入

5 - 23 ◎ 破砕方式の採用による除塵の省略

水処理施設の見直しと設備の高効率化

5 - 24 ○ ステップ流入式の生物学的高度処理の採用

5 - 25 ○ 膜分離活性汚泥法の採用

施設の効率的な段階的整備

5 - 26 ○
流入水量の伸びにあわせた施設整備の最適化
（供用初期における最初沈澱池の省略、沈砂除去設備の
簡素化、第１期対応のマンホールポンプの設置等）

施策内容
＜施策事例＞

△　新行動計画　　○　コスト構造改革プログラム　　◎　新規施策
実施内容 確　認

1 構想段階からの合意
形成手続きの積極的
導入・推進

住民との合意形成の
改善

2 関係機関との調整に
よる協議手続きの迅
速化・簡素化

関係機関との事業調
整

【

２

】
事
業
の
重
点
化
・
集
中
化

3 事業評価の厳格な実
施による透明性の向
上

下水道整備効果の事
前予測と事後評価

4 重点的な投資や事業
の進捗管理の徹底に
よる事業効果の早期
発現 

事業箇所の選定と重
点的投資

技術基準類の見直し 管路施設基準の見直
し

－

－

－

－

ポンプ施設基準の見
直し

－

－

処理場施設基準の見
直し

－

－

－

事
業
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

【

１

】
合
意
形
成
・
協
議
・
手
続
き
の
改
善

計
画
・
設
計
・
施
工
の
最
適
化

【
1

】
計
画
・
設
計
の
見
直
し
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表２
下水道事業コスト構造改善プログラムチェックリスト

分類 ＜具体的施策＞
施策内容

＜施策事例＞
△　新行動計画　　○　コスト構造改革プログラム　　◎　新規施策

実施内容 確　認

5 施設の標準化

5 - 27 ○ ユニット式マンホールポンプの採用

施設の多機能化

5 - 28 ○ 多機能型施設の整備

二次製品の利用

5 - 29 △ 工事におけるプレキャスト製品の利用

量産品の利用

5 - 30 △ 施設設備への量産品の使用

施工材料の見直し

5 - 31 ○ リブ付き硬質塩化ビニル管の採用

5 - 32 ○ 圧送管へのポリエチレン管の採用

5 - 33 ◎ 広幅タイプ鋼矢板の採用

6 - 1 △ 下水道と農業集落排水施設等との接続 －

6 - 2 ○ 一般廃棄物処理事業との連携処理 －

6 - 3 △ 汚泥の集約処理 －

計画の見直し

6 - 4 ○ 処理区の見直し（市町村間連携を含む） －

6 - 5 ○ 下水道管渠埋設ルートの見直し －

6 - 6 ○ 供用区域外におけるフレックスプランの導入 －

6 - 7 ○ 下水道施設のネットワーク化 －

下水道未普及解消
クィックプロジェクト社
会実験の実施

6 - 8 ◎ 下水道未普及解消クィックプロジェクト社会実験の実施 －

既存施設の活用
6 - 9 ○ 既存施設を活用した施設整備 －

7 設計VEによる計画・
設計の見直し

設計ＶＥ制度の導入

7 - 1 △ 設計VE制度の導入 －

8 - 1 △
同時施工によるコスト低減（道路管理者、地下埋設物管理
者等）

－

8 - 2 △ 区画整理事業、宅地開発事業との連携 －

8 - 3 ◎ 仮設物、建設機械の共用 －

9 - 1 ○ 汚泥炭化設備の導入 －

9 - 2 ◎ 汚泥溶融炉、汚泥焼却炉等の資源化施設の整備促進 －

9 - 3 ○ 発生土の利用 －

9 - 4 △
再生材の利用（再生クラッシャーラン、再生アスファルト合
材等）

－

9 - 5 ○ その他資源の有効利用（石炭灰、下水汚泥溶融スラグ等） －

10 - 1 ○ ＬＯＴＵＳプロジェクトの活用 －

10 - 2 ◎ NETIS等を通じた民間技術の積極的活用 －

11 産学官連携による技
術研究開発の推進

必要な技術課題の公
表と技術研究開発の
推進

11 - 1 ○ 民間や大学等の研究機関と共同での技術開発の推進 －

省エネルギーの促進
12 - 1 ○

省エネルギー機器の導入（超微細気泡散気装置、合成樹
脂性汚泥掻寄機等）

－

12 - 2 △ 消化ガス利用の推進 －

12 - 3 △ 未利用エネルギー（風力、水力、太陽光、下水熱）の導入 ○

温室効果ガス排出抑
制対策の推進 12 - 4 ◎ 汚泥焼却に伴うＮ2Ｏ排出の抑制 －

低燃費型建設機械等
の普及促進 12 - 5 ◎ 低燃費型建設機械等の普及促進 －

13
13 - 1 ◎ 排出ガス対策型建設機械等の普及促進 －

13 - 2 ◎ 低騒音・低振動型建設機械等の普及促進 －

13 - 3 ◎ 工事期間中の交通渋滞による社会的影響の低減 －

13 - 4 ◎ 管渠工事における埋設物の破損防止 －

技術基準類の見直し 施設の標準化、多機
能化 －

－

二次製品・量産品の
利用 －

－

施工材料の見直し

－

6 技術基準の弾力的運
用（ローカルルールの
設定）

連携・共同・集約処理

8 工事における事業間
連携等の推進

他工事・他事業との
連携

9 建設副産物対策等の
推進

施設整備の促進

再生資源・資材の利
用促進

【

３

】
民
間
技
術
の

積
極
的
採
用

10 新技術、民間技術の
積極的活用

NETIS、LOTUS等を
通じた新技術、民間
技術の積極的活用

12 温室効果ガス排出抑
制対策の一層の推進

未利用エネルギーの
活用

社会的影響の低減
（騒音・振動等の抑
制、大気環境に与え
る負荷の低減、工事
による渋滞損失の低
減、事故の防止)

排出ガス対策型及び
低騒音・低振動型建
設機械等の普及促進

工事における渋滞損
失の低減、事故の防
止

計
画
・
設
計
・
施
工
の
最
適
化

【
1

】
計
画
・
設
計
の
見
直
し

計
画
・
設
計
・
施
工
の
最
適
化

【
2

】
施
工
の
見
直
し

【
4

】
社
会
的
コ
ス
ト
の
低
減
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表２
下水道事業コスト構造改善プログラムチェックリスト

分類 ＜具体的施策＞
施策内容

＜施策事例＞
△　新行動計画　　○　コスト構造改革プログラム　　◎　新規施策

実施内容 確　認

14 - 1 ○ 流量計等センサー技術の活用による運転管理の簡素化 －

14 - 2 △ 光ファイバーを活用した施設の遠方監視・制御 －

14 - 3 ◎ 管路内点検技術の高度化の推進 －

14 - 4 ◎ 非破壊検査技術等を活用した点検技術の高度化の推進 －

技術基準類の策定 15 - 1 ◎ コンクリート防食指針の改訂 －

15 - 2 △ 耐食性材料の使用や防食被覆工法の採用 －

15 - 3 ◎ 硫化水素発生抑制対策の実施 －

16 - 1 ○ 下水道台帳のデジタル化の推進 －

16 - 2 ◎ 点検結果等のデータベースの整備推進 －

16 - 3 △
地図情報システム（GIS）の導入による他部門との情報共
有化

－

17 公共施設の健全度を
評価するための指標
の設定

健全度評価指標の設
定 17 - 1 ◎ 下水道施設の劣化診断による健全度評価手法の構築 －

18 - 1 ○
台帳データ・点検データを利用した修繕・更新判断のルー
ル化

－

18 - 2 ○ 下水道長寿命化対策の推進 ○

地域住民等の参画
19 - 1 ○ 地域住民の参加による維持管理の推進 －

修繕方法の見直し
19 - 2 ○ 管渠の清掃・点検及び簡易的な補修の同時施工 ○

【

１

】

電
子
調
達

の
推
進

20 CALS/ECの活用によ
る建設工事の生産性
の向上

CALS/ECの活用によ
る建設工事の生産性
の向上 20 - 1 △

ＣＡＬＳ／ＥＣの導入による設計・施工・維持管理の各段階
における情報の統一化・電子化

－

21 - 1 △ 総合評価方式の採用 －

21 - 2 ○ プロポーザル方式の導入 －

21 - 3 ◎ 受注者が誠実に技術提案を履行する仕組みの導入 －

22 多様な発注方式の活
用

多様な発注方式の活
用 22 - 1 △ 設計施工一括発注方式（ＤＢ）等の導入 －

23 企業の持つ技術力・
経営力の適正な評価

技術力を評価できる
環境の整備 23 - 1 ○ 成績評定システムの構築及びデータベース化 －

PFI の活用

24 - 1 ◎
PFI を活用し、温室効果ガス排出抑制対策等のため下水
汚泥等の循環利用を推進

－

民間活用

24 - 2 ○ 維持管理における民間事業者の技術力活用 －

25 コンストラクション・マ
ネジメント（ＣＭ方式）
の導入・拡大

コンストラクション・マ
ネジメント（ＣＭ方式）
の導入

25 - 1 ◎ CM 方式の導入 －

26 複数年にわたる工事
の円滑な執行のため
の手続き改善

国庫債務負担行為の
活用

26 - 1 △ 国庫債務負担行為の活用 －

27 - 1 ◎ ワンデーレスポンスの推進 －

27 - 2 ◎ 三者会議の推進 －

部分払い方式の活用
28 - 1 ○ 出来高部分払方式の採用 －

28 - 2 ○ 低入札価格調査制度の導入 －

28 - 3 ○ 最低制限価格の設定 －

【
3

】

積
算
の

見
直
し

29 市場を的確に反映し
た積算方式の整備

市場を反映した積算
方式の見直し 29 - 1 ◎ 特別調査等を活用した資材単価の設定 －

14 産学官共同研究によ
る維持管理技術の高
度化

運転管理の自動化・
高度化

新技術を活用した点
検技術の高度化

15 施設の長寿命化を図
るための技術基準類
の策定

施設の耐久性を向上
させる資材の使用と
対策の実施

16 公共施設の点検結果
等にかかるデータ
ベースの整備

点検結果等のデータ
ベースの整備と活用
の推進

18 公共施設の長寿命化
に関する計画策定の
推進

長寿命化計画の策定

19 地域の実情や施設特
性に応じた維持管理
の推進

21 総合評価方式の促進 総合評価方式の促進

24 民間の技術力・ノウハ
ウを活用した調達方
式の積極的推進

27 受発注者のパート
ナーシップの構築に
よる建設システムの
生産性向上

受発注者間の協議の
迅速化と設計思想の
効率的な伝達

28 公共工事等の品質確
保の推進

低入札対策の推進

維
持
管
理
の
最
適
化

【
1

】
民
間
技
術
の
積
極
的
な
活
用

【
2

】
戦
略
的
な
維
持
管
理

調
達
の
最
適
化

【
2

】
入
札
・
契
約
の
見
直
し
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表３

【H28-04版】 下水道法事業計画協議チェックリスト （１／３）

◆公共下水道の配置、能力、構造

・主要な吐口及び管渠 変更なし　一般家屋　（汚水）大草：1,380m　片桐：2,300m

・水処理施設及び汚泥処理施設 変更なし

・ポンプ施設 変更なし

・その他

◆予定処理区域 変更なし　（汚水）大草：57ha　片桐：105ha

・計画面積及び計画人口 変更なし　大草：1,200人　片桐：2,300人

・汚水量（原単位・負荷量）

・雨水計画（流出係数や確率年） 雨水計画なし

・放流先の状況（基準など） 変更なし　大草：天竜川　片桐：農業用排水路

・その他

確認

◆事業認可図書（協議申請書鑑　市町村→県知事宛） ○

◆事業計画書（公共・特環とも同じ様式）

表紙 ○ 第１表の１ ○ 第１表の２ なし

第２表の１ ○ 第２表の２ なし 第３表の１ ○

第３表の２ なし 第４表 ○ 第５表 なし

なし

◆事業計画説明書 ○

◆事業計画の概要 ○

◇全体計画の概要及び理由（汚水、雨水） ○

◇事業計画の概要及び理由（汚水、雨水）

・流総、都決、全体計画、認可計画の比較

◆予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途 ○

◇予定処理区域及びその決定の理由（汚水、雨水）

・エリアマップとの整合、他の整備手法との比較

・社会的・経済的な理由、事業優先度の比較

・処理区拡大の場合、面整備率７０％以上であるか

・財政、執行能力等の点で５～７年で整備可能か

・雨水整備の必要性、過去の浸水被害の状況、貯留・浸透の検討

◇管渠、処理施設及びポンプ場の位置の決定の理由

・地形条件、効率的配置、土地の用途、周辺環境への影響

◆計画下水量及びその算出の根拠 ○

◇人口及び人口密度並びにこれらの推定の根拠

・過去の人口推移、計画人口の推定、その他将来計画等

・過去の上水道実績、汚水処理実績（有収、流入）、その他将来計画

◇降雨量（降雨強度式を含む）及びその決定の理由

・過去の実績、適切な安全度、関連する河川整備計画など

◇流出係数及びその決定の理由

・工種別流出係数等の算出根拠

◇主要な管渠の流量計算及びポンプ場の容量計算

・主要な管渠の流量計算、余裕率等断面決定根拠、ポンプ容量

項　　　　　目 主な実施（変更）内容を記載

変更なし　（大草・片桐：汚水量270l/人・日、負荷量BOD49g/人・日、SS52g/人・日）

確　認　内　容 備　　考

第６表

◇１人１日当たりの汚水の量及びその推定の根拠及び家庭下水、工
場排水、地下水等の量及びこれらの推定根拠

・雨水流出抑制対策の検討（貯留・浸透施設による下水管渠への流
入抑制を見込んでいる場合は、流出係数の決定根拠）

○

○

○ （別紙）上位計画との比較　参照

○

○

○

― 雨水計画なし

― 雨水計画なし

○ 設計指針通り
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【H28-04版】 下水道法事業計画協議チェックリスト （２／３）

確認

○

◇一般家庭下水の予定水質、汚濁負荷量及びその推定の根拠

・汚濁負荷量原単位とその水質の実績（推定）

・汚濁負荷量及びその水質の実績（推定） 天竜川流総計画と整合

◇除害施設設置基準及びその決定の理由 ○

◇処理の対象外とする工場及び対象外とする理由　

・工場排水を下水道に受け入れない場合の措置

・計画放流水質に対応した処理方法の選定

・処理施設の評価の根拠及び過去の放流水質実績

・湖沼水質保全計画等、法定計画との調整・整合

◇処理施設の容量計算（処理場・ポンプ場の容量計算書） ○

◆下水の放流先の状況（※は、流総計画がある場合不要）

◆毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源 ○

◇下水道事業に関する財政計画書（表２－４－15）

・財政、執行能力等の点で概ね５～７年で整備可能

◆その他 ○

◇基準年次別の段階的建設計画 ―

◇施設の総合改築の計画（ストックマネジメント計画） ―

◇汚泥の最終処分計画及び処分地

・下水汚泥の減量化、有効利用及び共同化と適正処理

◇施設の耐震診断の実施状況（耐震化）

・管渠、処理場の耐震診断実施状況を説明する資料

･耐震診断結果を説明する資料

・耐震診断を受けた、今後の耐震方策の方針を説明する資料

◇地震災害等に対する検討、計画（地域防災計画、BCP等） ―

◇上位計画との比較表（表２－４－16） ―

―

◇下水道の資源エネルギー等の有効利用検討、計画 ―

◇汚水処理整備構想エリアマップとの整合 ―

◇流域別下水道総合計画との整合 ―

◇流域下水道計画との整合（流域関連公共下水道の場合） ― 本地区は単独処理区

◇都市計画決定、その他都市計画事業との整合 ―

◇構造についてのガイドラインとの整合 ― 設計指針通り

◇環境省協議の有無及び資料 ―

◇関係他部局等との協議、その結果 ―

※確認欄には、○・×を記載する。なお、簡単な説明があれば備考へ記載する。

確認内容 備　　考

◆公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流
域関連公共から流域下水に流入する下水の予定水質並びにその推定
の根拠

◇工場排水の取扱方針及び受入れ工場排水の予定水質及び汚濁負
荷量並びにその推定の根拠

処理区域内に排水量を見込むべき
工場は立地していない。

◇計画放流水質及びその算定根拠（科学的な方法を用いて算出）

◇処理方法並びに各処理施設における計画汚濁負荷量及びその決
定の理由

◇下水の放流先近傍における水利用の現況及びその見通し

・取水の位置、目的（上水、工業、農業）、取水量、拡張の可能性、新
たな取水計画、その他の水利用状況

◇下水道事業コスト構造改革プログラムチェックリスト（表２－４－17）

2-40-21

○ 天竜川流総計画と整合

○

○ 処理対象外工場立地なし

―

○ 天竜川流総計画に準じる

○

○

○

―
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【H28-04版】 下水道法事業計画協議チェックリスト （３／３）

確認

◆添付図面等 ○

◆下水道法施行令第３条に基づく公示に関する書類 ―

◆下水道計画一般図（縮尺５万分の１以上の地形図） ○

◇市町村名及びその境界線　　　◇方位、縮尺及び凡例 ○

◇予定処理区域の境界線並びに処理区、処理分区又は排水区域の境界線及び名称 ○

◇雨水の流入する区域の境界線 ―

○

◇処理施設（流関にあっては流域下水道との接続点）及びポンプ施設の位置及び名称 ―

◇予定処理区域内の主な道路、河川、鉄道等の位置及び名称 ―

◇流関公共下水道は、接続点及びポンプ施設並びに処理施設の位置並びに名称 ―

◇市街化地域（未設定の場合は既成市街地及び市街化が予想される区域。）の境界線 ―

◇水質環境基準の類型、類型指定区間の範囲並びに水質基準点の位置及び名称 ―

◇当該水域の利水の状況（利水地点等） ―

◇既に設置された公共下水道により下水の排除が可能である区域の境界線 ―

◆主要な管渠の平面図（縮尺５千分の以上の地形図） ○

◇市町村名及びその境界線　　　◇方位、縮尺及び凡例　　◇等高線 ○

◇雨水の流入する区域の境界線 ―

◇予定処理区域の境界線並びに処理区、処理分区又は排水区の境界線及び名称 ○

○

―

◇主要な管渠の排水区画割 ―

◇吐口の位置及び名称並びに下水の放流先の名称 ―

◇処理施設及びポンプ施設の敷地境界線及び名称 ―

◇予定処理区域内の主な道路、河川、鉄道等の位置及び名称 ―

◇流関公共下水道は、接続点の位置、形状、内のり寸法及び区間距離、下水の流れの方向 ―

◇当該管渠に係るポンプ施設並びに処理施設 ―

◇既設の管渠の位置及び既設の管渠により下水の排除が可能である区域の境界線 ―

◆主要な管渠の縦断面図（縮尺縦２百分の１以上、横５千分の１以上の縦断図面） ―

―

◇縮尺、凡例及び基準地盤高 ―

◇地盤面の位置及び地盤高　　◇マンホールの位置 ―

◇流入管渠の位置、形状、内のり寸法、管渠底高及び番号 ―

◇下水の放流先の名称、高水位、低水位及び平水位 ―

◇河川、地下鉄、地下道等管渠を横断する主要な施設の位置及び名称 ―

◇流関公共下水道は、接続点及びポンプ施設並びに処理施設の位置、形状並びに名称 ―

◆処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図 ―

◇平面図（縮尺２千分の１以上の平面図） ―

―

・処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法及び名称 ―

・既設の処理施設又はポンプ施設の位置 ―

◇水位関係図（縮尺縦２百分の１以上、横２千分の１以上の断面図） ―

―

・下水の最高、最低及び平均の水位　・ポンプ室の床高 ―

・地盤面の位置及び地盤高　・縮尺及び基準地盤面 ―

・下水の放流先の名称、計画高水位（無い場合既往最高水位）、底水位及び平水位 ―

◇構造図（縮尺縦５百分の１以上の平面図、断面図、その他の図面） ―

・処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の形状、寸法、配置及び名称、縮尺 ―

◆下水の放流先の状況を明らかにする図面（下水道計画一般図により表す） ―

※確認欄には、○・×を記載する。なお、簡単な説明があれば備考へ記載する。

確認内容

◇主要な管渠のうち骨格となる管渠の位置及び名称、吐口の位置並びに下水放流先の名称

◇主要な管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、縦断図面との対照番号及び区間距離並びに下水の
流れの方向、点検を実施するためのマンホールの位置

◇主要な管渠を補完する貯留施設の位置、形状、能力、当該貯留施設への下水の流れの方向及び
貯施設からの下水の流れの方向

◇管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、平面図との対照番号、区間距離、逓加距離、管渠底高及び
土被り　　

・処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線　　・方位、縮尺及び凡例

・処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、天端、底高及び名称
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表４ 中川村公共下水道事業計画の経緯表

下水道法 都市計画法
当初
平成2年度策定
汚水165ha
　大草処理区　 55ha
　片桐処理区　110ha

当初（大草）
中川村告示　号
平成4年11月24日
汚水57ha
　大草処理区　57ha

当初（大草） 当初（大草）
県指令5生排第　　号 県指令5生排第　　号
平成5年10月22日 平成5年11月18日
汚水57ha 汚水57ha
　大草処理区　57ha 　大草処理区　57ha

当初（片桐） 当初（片桐） 当初（片桐）
中川村告示　号 県指令9生排第　　号 県指令9生排第　　号
平成9年3月3日 平成9年4月3日 平成9年11月13日
汚水95ha 汚水95ha 汚水95ha
　片桐処理区　95ha 　片桐処理区　95ha 　片桐処理区　95ha

第1回見直し 第1回変更(大草・片桐) 第1回変更(大草・片桐) 第1回変更(大草・片桐)
平成11年度策定 中川村告示　号 県指令11生排第　　号 県指令11生排第　　号
汚水162ha 平成12年3月22日 平成12年3月22日 平成12年3月22日
　大草処理区　 57ha 汚水162ha 汚水162ha 汚水162ha
　片桐処理区　105ha 　大草処理区　 57ha 　大草処理区　 57ha 　大草処理区　 57ha

　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha
第2回変更（片桐） 第2回変更（片桐）
県指令14生排第　　号 県指令14生排第　　号
平成15年1月30日 平成15年1月30日
汚水105ha 汚水105ha
　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha
第2回変更（大草） 第2回変更（大草）
県指令18生排第4-18号 県指令18生排第3-11号
平成19年3月13日 平成19年3月20日
汚水57ha 汚水57ha
　大草処理区　57ha 　大草処理区　57ha
第3回変更（大草・片桐） 第3回変更（大草・片桐）
県指令22生排第11-29号 県指令22生排第12-8号
平成23年3月9日 平成23年3月7日
汚水105ha 汚水105ha
　大草処理区　57ha 　大草処理区　57ha
　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha
第4回変更（大草・片桐） 第4回変更（大草・片桐）
県指令27生排第16-13号 県指令27生排第17-8号
平成27年11月4日 平成27年11月4日
汚水105ha 汚水105ha
　大草処理区　57ha 　大草処理区　57ha
　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha
第5回変更（大草・片桐）
県指令30生排第86-16号
平成30年10月16日
汚水105ha
　大草処理区　57ha
　片桐処理区　105ha
第6回変更（大草・片桐） 第5回変更（大草・片桐）
県指令2生排第14号 県指令2生排第16号
令和2年12月10日 令和2年12月10日
汚水105ha 汚水105ha
　大草処理区　57ha 　大草処理区　57ha
　片桐処理区　105ha 　片桐処理区　105ha

事　業　計　画項
目

全体計画 都市計画決定

経
過
年
次
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